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平成25年６月19日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○議案

・議案第１号 平成25年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

・報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

［平成24年度宮崎県一般会計補

正予算(第６号)］

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

・平成24年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・平成24年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

予算繰越計算書

・平成24年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

継続費繰越計算書

○請願第26号 小・中・高の30人以下学級等の

実現、義務教育費国庫負担制度

の拡充・復元について、国に意

見書の提出を求める請願

○請願第27号 学級編制基準・学級編制基準日

の改善、高校の納付金の軽減、

学校の耐震化、安全・安心の給

食を求める請願

○その他報告事項

・ 宮崎県における警察署の在り方検討委員会」「

からの提言について

・特殊詐欺の現状と対策について

・公立学校施設の耐震化の状況について

・一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設

における指定管理者の第三期指定について

・電力システム改革の動向について

・発電所施設見学ツアー（綾第二発電所）につ

いて

出席委員（７人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 村 幸 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 重 松 幸次郎

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県警本部

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

警 務 部 長 久 米 一 郎

警務部参事官兼
黒 木 典 明

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 深 田 周 作

刑 事 部 長 横 山 登

交 通 部 長 武 田 久 雄

警 備 部 長 山 内 敏

警務部参事官兼
柳 田 勇

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
内 山 義 和

生活安全企画課長

生活安全部参事官兼
松 山 邦 廣

地 域 課 長

総 務 課 長 片 岡 秀 司

会 計 課 長 草 留 勉

少 年 課 長 河 野 俊 一

交 通 規 制 課 長 永 友 逸 郎

平成25年６月19日(水)
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運 転 免 許 課 長 長 友 信 明

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
髙 原 みゆき

（ 総 括 ）

教 育 次 長
西立野 康 弘

（教育政策担当）

教 育 次 長
中 野 通 彦

（教育振興担当）

総 務 課 長 梅 原 裕 二

財 務 福 利 課 長 入 倉 俊 一

学 校 政 策 課 長 谷 口 英 彦

学 校 支 援 監 今 村 卓 也

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 早日渡 志 郎

生 涯 学 習 課 長 村 上 昭 夫

スポーツ振興課長 日 髙 和 典

文 化 財 課 長 田 方 浩 二

人権同和教育室長 花 岡 道 義

企業局

企 業 局 長 濵 砂 公 一

副 局 長 城 野 豊 隆

技 監
井 上 康 志

（ 土 木 担 当 ）

技 監
相 葉 利 晴

（電気・機械担当）

総 務 課 長 緒 方 俊

経 営 企 画 監 新 穗 伸 一

工 務 課 長 本 田 博

開 発 企 画 監 喜 田 勝 彦

電 気 課 長 白ヶ澤 宗 一

施 設 管 理 課 長 山 下 雄 一

総 合 制 御 課 長 田 村 秀 秋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 鬼 川 真 治

政策調査課主幹 牧 浩 一

おはようございます。ただいま○田口委員長

。から文教警察企業常任委員会を開会いたします

まず、委員会日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

今回、当委員会に付託されました議案等につ

いて、本部長の説明を求めます。

おはようございます。警察○白川警察本部長

本部長の白川でございます。本日の常任委員会

どうぞよろしくお願いいたします。

委員長初め、委員の皆様には、日ごろから本

県警察の運営に関しまして深い御理解と御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日御審議いただきます公安委員会関係の議

案及び報告につきましては、次の５件でありま

す。

提出議案といたしまして 「専決処分の承認を、

求めることについて 、報告といたしましては、」

「損害賠償額を定めたことについて 「繰越明」、

許費繰越計算書について 、またその他の報告と」

いたしまして 「宮崎県における警察署在り方検、

討委員会からの提言について 、それと「特殊詐」

平成25年６月19日(水)
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欺の現状と対策について」であります。

本日はそれぞれ関係部長から説明をさせます

ので、御審議のほどどうぞよろしくお願いいた

します。以上でございます。

本部長の概要説明が終了いたし○田口委員長

ました。

初めに、議案等に関する説明を求めます。

それでは、平成25年６月定例○久米警務部長

県議会提出の報告第１号「専決処分の承認を求

めることについて」につきまして御説明いたし

ます。

お手元に資料が 「文教警察企業常任委員会資、

料」がございますので、これをめくっていただ

きまして、資料１をごらんください。

これは 「平成24年度宮崎県一般会計補正予算、

（第６号 」の公安委員会関係歳出予算に係るも）

、 、のでありまして 警察費の警察管理費について

平成24年度中の退職手当が確定したことにより

生じた不用額7,154万4,000円の減額補正に係る

専決処分について承認をお願いするものであり

ます。

その理由につきましては、条例改正に伴う減

額等により、最終的な支給額が予算額を下回っ

たことによるものであります。

以上で説明を終わります。

議案に関する執行部の説明が終○田口委員長

了しました。

議案についての質疑はございませんか。

ただいま専決の7,154万4,000円と○徳重委員

いう数字を示されたところでございますが、こ

こで２人と書いてありますが、退職者は２人と

理解していいんですかね。

これは増減でございまして、○久米警務部長

２人退職者がふえたという、一番下の部分でご

ざいますね。

はい。○徳重委員

専決額という一番下の欄のこ○久米警務部長

の額及び人数につきましては、決算と補正後予

算との差でございます。

２人退職者がふえたと、そのよう○徳重委員

な理解でよろしゅうございますか。

そのとおりでございます。○久米警務部長

よろしいですか、質疑はよろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、質疑を終了いたします。○田口委員長

次に、報告事項に関する説明を求めます。

「平成25年６月定例県議会提○久米警務部長

出報告書」の「損害賠償額を定めたことについ

て」御報告いたします。

お手元の「平成25年６月定例県議会提出報告

書」とある冊子でございますが、これの４ペー

ジをごらんください。定例県議会提出報告書、

薄い冊子でございますが、これの４ページにな

ります。

今回御報告する事案は、ここに記載の７件で

ありまして、全て県有車両による交通事故であ

ります。

まず、１番目の事案でありますが、宮崎南警

察署の警察官が、捜査用自動車を運転して踏切

内を通過する際、側方の安全確認不足により、

対向してきた自転車と接触し、相手方が転倒し

た事故であります。

この事故により、相手方運転者に右前胸部打

撲等の傷害が発生したため、相手方に対し、治

療費などとして99万1,979円を自賠責保険及び県

警が加入する任意保険で損害賠償したものであ

ります。

２番目の事案は、宮崎南警察署の警察官が、

捜査用自動車を運転してＴ字路交差点を左折す



- 4 -

平成25年６月19日(水)

る際に、後方の安全確認不足により、左後方か

ら同一方向に進行していた原動機付自転車と接

触し、相手方が転倒した事故であります。

この事故によりまして、相手方運転者に左足

中指骨折等の傷害及び車両の修理費用が発生し

ておりますが、過失割合が、警察官の過失は80

％、相手方運転者の過失は20％でしたので、相

手方に対し、過失割合に応じた治療費などとし

て66万4,346円を自賠責保険及び県警が加入する

任意保険で損害賠償したものであります。

３番目の事案は、宮崎北警察署の警察官が、

捜査用自動車を運転し、捜査のために立ち寄っ

たコンビニエンスストアの駐車場内において、

バックで発進させようとした際、後方の安全確

認不足により、進行中の相手方車両に接触した

事故であります。

この事故については、過失割合が、警察官の

過失は80％、相手方運転者の過失は20％でした

ので、相手方に対し、過失割合に応じた車両の

修理費用として４万58円を県警が加入する任意

保険で損害賠償したものであります。

４番目の事案は、宮崎南警察署の警察官が、

捜査用自動車を運転し、捜査のために立ち寄っ

たショッピングセンターの駐車場内において、

バックで駐車しようとした際、後方の安全確認

不足により、駐車中の相手方車両に接触した事

故であります。

この事故については、相手方に対し、車両の

修理費用として４万4,000円を県警が加入する任

意保険で損害賠償したものであります。

５番目の事案は、警察本部生活安全企画課の

警察官が、捜査用自動車を運転し、捜査のため

に立ち寄ったディスカウントショップの駐車場

内において、バックで駐車しようとした際、後

方の安全確認不足により、駐車中の相手方車両

に接触した事故であります。

この事故については、相手方に対し、車両の

修理費用として６万7,280円を県警が加入する任

意保険で損害賠償したものであります。

６番目の事案は、都城警察署の警察官が、警

ら用無線自動車で交通違反取り締まり中、違反

車両を認め停止させる際、左側車線を走行中の

違反車両を注視していたことから、前方に停車

していた相手方車両に気づくのがおくれ、追突

した事故であります。

この事故については、相手方に対し、車両の

修理費用として14万3,990円を県警が加入する任

意保険で損害賠償したものであります。

７番目の事案は、宮崎北警察署の警察官が、

警ら用無線自動車で交通違反取り締まり中、違

反車両が停車した駐車場内において、バックで

駐車しようとした際、後方の安全確認不足によ

り、設置されていたステンレス製案内板に衝突

した事故であります。

この事故につきましては、駐車場所有者に対

し、案内板の修理費用として２万6,250円を県警

が加入する任意保険で損害賠償したものであり

ます。

以上が各損害賠償の内容ですが、交通事故防

止につきましては、平素から職員に対する指導

教養や実技訓練を実施しているところでありま

すが、今後とも防止対策を強化して、事故の絶

無に努めてまいります。

続きまして 「平成24年度宮崎県繰越明許費繰、

越計算書」につきまして御説明いたします。

ただいまごらんいただいております冊子の14

ページをお開きください。

一番下に記載しております警察本部の平成24

年度の繰越明許費は、交通安全施設緊急整備事

業１億5,795万円であります。
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この事業は、国の緊急経済対策により、信号

、 、機柱の老朽化対策 信号機電源付加装置の整備

通学路対策等の交通安全施設に係る経費を平

成24年２月補正で承認いただきました事業であ

ります。

、 、しかし 昨年度では工期が不足したことから

予算の繰り越しの承認をいただき、本年度に予

算を繰り越したことから、地方自治法施行令

第146条第２項に基づきまして報告するものであ

ります。

以上で説明を終わります。

報告事項に関する執行部の説明○田口委員長

が終了いたしました。

報告事項についての質疑はありませんか。

先ほどの損害賠償額についての事○重松委員

項について、警ら中の警察官は、お一人ではな

く、２人で同乗されていらしたんでしょうか、

何人かの乗り合わせはされていらっしゃったん

でしょうか。

公務中の事○黒木警務部参事官兼首席監察官

故でございます。通常では大体原則的に２名、

同乗者もおります。

ということでありますので、前方○重松委員

不注意とか、後方不確認であるということであ

れば、もう一人助手席に乗っていらっしゃる方

が誘導されている等々はなされていたんでしょ

うけども、そこにまた不注意があったというこ

となんでしょうか。

誘導が○黒木警務部参事官兼首席監察官

ちょっと完全になされていなかったということ

で、今確実にバックする場合は同乗者が確認を

。するように指示をしておるところでございます

どうぞ引き続き御注意をよろしく○重松委員

お願いしたいと思います。以上です。

ほかにございませんか。よろし○田口委員長

いですか、次に移っていいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上で報告事項の質疑は○田口委員長

終了いたします。

それでは次に、その他の報告事項に関する説

明を求めます。

「宮崎県における警察署の在○久米警務部長

り方検討委員会」からの提言につきまして、御

報告いたします。

先ほどごらんいただきました「文教警察企業

常任委員会資料 、こちらの資料２をごらんくだ」

さい。

「 」宮崎県における警察署の在り方検討委員会

といいますのは、こちら資料２に記載しており

ます１の委員名簿のメンバーを構成員といたし

ます、警務部長の依頼に係る諮問機関でありま

す。

当県では、13警察署のうち半数以上の７警察

署が築40年以上の老朽化した庁舎となっており

ますが、一方で県の財政は大変厳しい状況にあ

ります。

このような状況の中で、警察署の建てかえに

ついて県民の理解を得るためには、その警察署

の存続の必要性を十分に検討すべきであるとい

う考えから、当委員会での検討をお願いしたも

のであります。

当委員会は本年３月に設置し、３月７日の常

任委員会で、その設置目的等を報告しておりま

して、本日はその検討結果を報告するものであ

ります。

委員会による検討事項は、２にありますよう

に、合併による統廃合や管轄区域の見直しなど

の警察署再編の必要性に関することとそれを踏

まえた警察署庁舎整備の必要性に関することで

あります。
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会議の開催状況は、３にありますとおり、３

月から５月にかけて、４回の会議を実施いたし

ました。

第１回目の会議では、委員に本県の警察署の

現状や課題を理解していただくための説明を実

施いたしました。

第２回目は、えびの署や高岡署等の視察を実

施した上で、会議を実施いたしました。

、 、 、 、第３回 第４回で さらに協議 検討を重ね

第４回目の最後に提言をいただいたところであ

ります。

お手元に別添資料１をお配りしております。

これがその提言になります。薄いほうでござい

ます。

それから、別添資料２、ちょっと厚いほうで

ございますが、これが委員会の会議で使用した

資料でありまして、委員会においてどのような

ことについて検討したのかがおわかりいただけ

るように添付しているものであります。

提言の概要につきまして御説明いたします。

先ほどの資料２のほうに戻っていただきたい

と思います。こちらの資料の４に記載している

とおりであります。

提言は、ここに書いてある（１）警察署の統

、（ ） 、廃合について ２ 警察署の建てかえについて

（ ） 、 （ ）３ 警察署の設置場所について 最後に ４

その他の４つの項目で構成されております。

（１）の警察署の統廃合でありますが、えび

の、串間、高千穂、高岡署について、隣接署と

の統廃合の必要性を検討いたしましたが、いず

れも「その必要はない」との結果になっており

ます。

つまり、えびの署は、廃止することにより、

県境の交通要衝における警察力維持や地震及び

新燃岳の爆発的噴火の際の災害対策に支障が生

じるとともに、こうした災害により小林署が機

能不全に陥った場合のバックアップ機能が失わ

れることとなる。

串間署は、廃止することにより、県境の交通

要衝における警察力維持や大津波が発生した際

の災害対策に支障が生じるとともに、大津波に

より日南署が機能不全に陥った場合のバック

アップ機能が失われることとなる。

高千穂署は、廃止することにより、県境の交

通要衝における警察力維持への支障、延岡署と

統合した場合に管轄面積が広大になることによ

、る各種警察業務への支障が懸念されるとともに

大津波により延岡署が機能不全に陥った場合の

バックアップ機能が失われることとなる。

高岡署は、廃止することにより、業務多忙な

宮崎北・南両署と統合した場合、各種警察業務

への支障が懸念されるとともに、大津波により

両署が機能不全に陥った場合のバックアップ機

能が失われることとなるなどの考え方から、４

署とも必要な警察署であるという結論に至りま

した。

次に （２）の警察署の建てかえについてであ、

ります。

県内の警察署は、長寿命化を図りつつ、老朽

化し、機能が低下したものは、順次建てかえて

いく必要があるとしており、中でも庁舎の耐震

構造が基準を満たしていないえびの署、水害に

対して脆弱な高岡署、庁舎が最も古い都城署に

つきましては、建てかえについて早急に検討す

べきと結論づけられております。

次に （３）の警察署の設置場所についてであ、

ります。

、 、警察署の移転を行う場合には 住民の利便性

他の官公署との連絡、交通の利便性、通信の確

保といったことに配意するほか、東日本大震災
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の教訓から、災害発生時に安全な場所であるこ

とにも十分な配意が必要であるという内容と

なっております。

、（ ） 、最後に ４ のその他についてでありますが

各委員から出た意見をまとめたものであり 「治、

安の過疎化はあってはならず、警察署を可能な

限り存続させることが重要、災害時に物資が流

入する県境の交通要衝の市町村には警察署を置

くことが必要、女性警察職員に配意した仮眠室

や更衣室等の整備が必要」などの内容となって

おります。

提言の内容は以上でありますが、この提言に

つきましては、県警のホームページ上に公開す

るとともに、県民からの御意見を受け付けてお

ります。

今回いただいたこの提言につきましては、今

後の警察運営に反映させ、県警の運営方針であ

ります「県民の期待と信頼にこたえる力強い警

察」を実現してまいりたいと思います。

私からは以上であります。

続きまして 「特殊詐欺の現状○横山刑事部長 、

と対策」について、お手元にお届けしておりま

す資料３に基づき御説明をいたします。

お手元の資料の説明の前に、特殊詐欺という

ものの手口類型として全国の特殊詐欺の現状に

ついて、簡単に御説明いたします。

まず、特殊詐欺の手口類型でありますけれど

も、これは従来からの振り込め詐欺と振り込め

詐欺の手口が進化した振り込め類似詐欺をあわ

せた総称であります。

振り込め詐欺は、オレオレ詐欺、架空請求詐

欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺の４つの手口

類型を言っておりまして、また振り込め類似詐

欺といいますのは、あらかじめダイレクトメー

ルなどを送りつけて、社債や株券の購入、ある

いは事業への投資等を名目に現金をだまし取る

金融商品等取引名目の詐欺が一つであります。

さらに、パチンコ必勝法、あるいはロト６当

選情報などを口実に現金をだまし取るギャンブ

ル必勝情報提供名目の詐欺などの新たな手口類

型のことでありまして、平成23年からこれらを

特殊詐欺と総称して、全国の警察が捜査を強化

しているところであります。

全国の特殊詐欺の現状でありますが、昨年の

認知件数は8,693件、被害額約364億円でありま

して、１日当たり約１億円の被害が認知された

計算になります。また、本年も認知件数、被害

額ともに増加傾向にあり、大変厳しい状況であ

ります。

増加の主な要因としましては、振り込め類似

詐欺の増加と振り込め詐欺の１件当たりの被害

額が上昇したことなどが挙げられます。

それでは、県内の状況につきまして、お手元

の資料「特殊詐欺の現状と対策について」に基

づき御説明をいたします。

まず、１特殊詐欺の現状の（１）県内の認知

状況の推移（平成16年以降）の表についてであ

ります。平成22年以降新たな手口の振り込め類

似詐欺が出現し、23年以降の統計が全国警察と

も特殊詐欺全体としての統計数値になったため

に、一概にそれ以前との比較は困難であります

が、平成20年をピークに振り込め詐欺自体は減

少傾向にあったものの、本県におきましても、

全国の傾向同様に「振り込め類似詐欺」の増加

によって、認知件数、被害額ともに増加に転じ

ております。

次に （２）の本年の県内認知状況であります、

が、本年５月末現在の状況は、18件、被害額

で9,250万円で、昨年同期との比較では、５

件7,059万円の増加となっております。
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認知の内訳としては、金融商品等取引詐欺な

どの振り込め類似詐欺が14件6,734万円と、全体

の約７割以上を占め、全体の特徴についても、

１件当たりの被害額が平均513万円という増加傾

向にあります。

次に （３）の県内の検挙状況の推移について、

御説明をいたします。

特殊詐欺事件の検挙につきましては、実行犯

のほとんどが東京等の首都圏を拠点にして、ま

た中間の共犯者に面識のない者を多数介在させ

ることなどから、実行犯グループの検挙に長期

かつ困難を伴う状況にあります。

そのため、警察では、特殊詐欺事件の犯行ツ

ール、犯行の手段や用具でありますけれども、

そういうものとして使用された預貯金口座や携

帯電話等の不正取得または譲渡行為を詐欺を助

長する犯罪として検挙し、実行犯につなげる捜

査を粘り強く展開しているところであります。

昨年は、実行犯及び助長犯を含め74件を検挙

しているところであります。

次に （４）の本年の県内の検挙状況でありま、

す。５月末現在の検挙は、詐欺の実行犯及び助

長犯全体で27件、18人となっておりまして、前

年同期との比較はいずれも22件、12人の増であ

ります。

次に、番号２の対策についてであります。そ

の主な抑止への取り組みについて御説明をいた

します。

本県警察では、平成20年８月18日付で、警察

本部長を長とする「振り込め詐欺撲滅総合対策

推進本部」を設置し、組織の総力を結集した対

策を推進しているところであります。

、（ ） 。まず １ の広報啓発活動の推進であります

特殊詐欺は、犯行の手口が日々巧妙化、悪質

、 、化し また高齢者の被害が多いということから

巡回連絡とか、各種会合等における防犯講話、

市町村広報紙、宮崎市内の中心部に設置されて

おります大型ビジョンの活用、防犯メール、マ

スコミの協力などにより、最近の犯行手口を交

えながら繰り返し注意喚起を実施しているとこ

ろであります。

次に （２）の金融機関等関係機関団体との連、

携についてであります。

平成24年中の分析では、特殊詐欺の送金手段

として金融機関のＡＴＭと窓口の利用が全体

の77％で最も多い一方、抑止の面においても、

ＡＴＭや窓口での金融機関関係者等による被害

者への声かけ等により約3,700件、95億円が被害

に遭わずに未然防止できたことも判明しており

ます。

そこで、警察では、毎月15日、年金支給日で

ありますけれども、特殊詐欺の被害発生ゼロの

日に指定しまして、警察官を最大限動員すると

ともに、金融機関や安全・安心パトロール隊、

ボランティアの皆さんの御協力を得て、県内一

斉に金融機関やコンビニ等のＡＴＭ機及びその

周辺における被害防止の声かけによる水際対策

を強化しております。

また、警察本部や各警察署単位による金融機

関との「振り込め詐欺防止の担当者連絡会 、」

あるいは未然防止実地訓練の開催などにより連

携強化を図っているところであります。

その結果、本県では、昨年から本年５月末ま

でにかけて、金融機関職員の方々の声かけ等に

より11件、約2,800万円の被害防止が図られてお

ります。

次に （３）の犯行ツール遮断対策の強化につ、

いてであります。

警察では、現実に犯行に使われた銀行等の口

座や携帯電話などが再使用されないよう、認知
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後、直ちに情報分析を行った上で、金融機関に

対する口座凍結や携帯電話会社に対する携帯電

話契約者の確認をお願いし、使用不能の手続を

要請することとしております。

また、犯行に使用された携帯電話に直接警察

、 、が電話をかけたり 自動架電システムを利用し

再被害抑止の措置も行っているところでありま

す。

その一つ、事例を申し上げますと、平成24年

４月から５月にかけて、宮崎市内において発生

した連続オレオレ詐欺未遂事件に関して自動架

電システムを使用し、犯行に使用された７回線

に合計700回の警告電話を連続発信し、犯人グル

ープの携帯電話の不能化に成果を上げておりま

す。

最後に （４）の合同・共同捜査の推進につい、

てであります。

本県警察では、助長犯から首都圏等で暗躍す

る実質犯グループへの迅速な突き上げ捜査を図

るために、事件が競合する都道府県警察との合

同・共同捜査による検挙活動を強力に推進して

いるところであります。

昨年は、兵庫県警など６県警察との架空請求

詐欺事件など３つの事件について合同・共同捜

査を実施し、本年も警視庁など数府県警察との

２つの広域特殊詐欺事件について合同捜査を展

開し、主犯格グループの検挙を推進していると

ころであります。

先日は、このうちの一つの共同事件に関し、

捜査員81名を東京都内等に出張させ、主犯格グ

ループ３名を逮捕するとともに、犯行拠点たる

事務所など数カ所を捜索し、証拠品多数を押収

しているところであります。

、 、これら特殊詐欺事件は 人の信用につけ込み

特に高齢者を狙うなど、県民生活を脅かす卑劣

かつ悪質な組織的犯罪であります。

警察としては、今後とも県民の皆様の御理解

と御協力を得ながら、官民一体となった未然防

止対策と徹底検挙に努めてまいる所存でありま

すので、委員の皆様の御理解と御協力を引き続

きお願いいたします。以上であります。

ありがとうございました。その○田口委員長

他報告事項に関する執行部の説明が終了しまし

た。

その他報告事項についての質疑はありません

か。

在り方検討委員会、実は私は都城○徳重委員

ですが、都城警察署の建てかえについて、一番

古い56年といったら、皆さんそれこそお互いに

生まれた前後の話というぐらい古いわけであり

まして、当然建てかえは必然的に出てきた問題

だと、こう思ってるんですが、これを早期に検

討を行うべきだという委員会の御意見のようで

ございますが、やはり何年度には建てかえてほ

しいということをしっかりと皆さん方のほうで

も言っていただかないと、県としては予算組み

ができないんじゃないかなという気がするんで

す。

だから、非常に困ってるんだと、仕事を遂行

していく中でこういうことで困ってますので、

いつまでにはちゃんとやってくれという申し入

れをしていただきたいと私はこう思うんです。

それは予算がと言い出したら切りのない話で、

１年延ばしたらいいのかと、３年延ばしたらい

いのか、５年延ばしたらいいのかということに

なってしまいますので、それは何とか起債等々

もあるわけですから、できるわけですから、私

はできないことはないと、皆さん方がこういう

ことで困ってるんだと、例えば駐車場だって非

常に狭い。本当にいろいろいろんなことで相談



- 10 -

平成25年６月19日(水)

に行く場合でも、駐車場一つ見つけられないと

いうような状況にありますので、何とか考えて

ほしいなと、あそこの場所を変更してでも検討

していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

私どもといたしましても、こ○久米警務部長

の提言を踏まえまして、鋭意調査検討を進めた

上で必要な手続を進めていきたいと、そう考え

ております。

ぜひ進めていただきたいと、よろ○徳重委員

しくお願いします。

二、三日前にフェイスブックで、○松村委員

「お友達から3,000万円当たりましたというメー

ルが送られてきた。当たってラッキーなのか、

これは僕が当たるはずないよね」といった書き

、 、込みがあったら 次々に書き込みが入ってきて

「いや、僕も１億円当たったよと言われたとメ

ールが入ってきた」と 「これは悪質なサイトへ、

誘導する詐欺だよね」というそれぞれのコメン

トが入ってきたんですけど、私は返すときに、

「僕は残念ながら、5,000万も3,000万も1,000万

も当たったという通知はないよね」とお返しし

たんですけど、そういうこれ詐欺だよねという

、認識でみんながメールやりとりしたんですけど

こういう悪質なサイトに入る、呼び込むような

何というんですか、宝くじ詐欺というのか何か

そういうようなのがよくあるというふうに聞い

てるんですけど そういうのは振り込め詐欺じゃ、

なくて、悪質サイトに入ったことによって、そ

ことやりとりすることで、いわゆる何というん

ですか、そこの使用料というんですか、入った

だけでお金を取られて、時間を幾つかやりとり

してると、何十万、何百万になるというらしい

んですけども、そういう悪質なサイトに誘い込

むようなメールというのは、警察のほうではそ

、ういう情報を部署なんかでチェックしたりして

それを発信の出元というか、そういうのを何か

、捜査してるというのは当然あるんでしょうけど

そのあたりの状況というのはどうなんでしょう

か、ちょっとわかれば教えていただきたいんで

す。

おっしゃるような相談が○深田生活安全部長

結構ありまして、要は今委員がおっしゃいまし

た詐欺とか、悪質商法等々に係る24年中の相談

でありますけども、1,100件ほどそういう御相談

がございまして、その対策については非常に今

サイバー対策室というのをつくりまして、しっ

かり対応しておるところであります。サイバー

対策室で今一番力を入れておる、そういう予防

の件でありますけども、まさにそういうサイト

に引き込まれないようにというようなことを全

県下に今学校関係、それから一般の企業、これ

、にも今しっかりやっておるところでありまして

昨年サイバーセキュリティカレッジというの

を98回実施をしまして、約２万人余りの人が受

、 、講をしておりまして 今委員が御指摘のような

そういうサイトに引き込まれないようにうちの

ほうで防犯対策を講じておるというところであ

ります。

それから、そういうサイトについての捜査で

ありますけども、これについてもサイバー対策

室でいろいろ検索もやっておりますけども、イ

ンターネットホットラインセンターというのが

ございまして、これは東京のほうでやっており

まして、これが宮崎に関係するということであ

れば、そのまま宮崎県警に連絡が来ます。どこ

、でやっておるかわからないということであれば

インターネットホットラインセンターというと

ころが一回警視庁に落としまして、そこでまた

いろいろ捜査をして、これはどうも宮崎に近い
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ということであれば宮崎に連絡が来るというよ

うなことで対策をとっておるところでございま

す。よろしいでしょうか。

結構相談の件数も多いようでござ○松村委員

いますが、相談しない、要するに携帯電話の会

社から請求書が来たら20万だとか30万だった、

それぐらいでなかなか被害届出さないので、隠

れた被害というのは結構たくさんあるんじゃな

いかと想像されるんですけど 非常にイタチごっ、

こで、向こうも巧妙で、次から次から新しい手

口というのが出てくるので大変でしょけど、被

害に遭わないという、そういうのはもちろん大

、 、事でございますけど 加害者を許さないという

新しいそういう手口とかを僕らもなかなかそう

いうのわかりにくいんですけども、最先端の警

察ですので、そのあたりもできるだけ未然にた

たき潰していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。以上です。

いいですか。○田口委員長

もう一ついいですか、直接関係な○松村委員

いんじゃないかと思うんですけど、新聞で安愚

楽牧場の代表が検挙されたということが新聞に

載ってたんですけども、これに関しては、本県

でも安愚楽牧場系の関連する方々というか、農

場の方がいらっしゃったんでしょうけど、これ

に関して宮崎県のほうはどういう何かかかわり

というか、そういうのは今回のやつはあったん

でしょうか。

警視庁捜査二課が捜査に着手○横山刑事部長

したということについて、新聞等で報じられて

おるということについては承知しております。

宮崎県警において、安愚楽牧場関連の事件につ

いての届け出、あるいは相談等について、現時

点で認知してる状況はございません。過去にお

いて相談等が行われて、新聞の範囲内でありま

すけれども、検察庁で処分されたというか、そ

ういうこともあわせて報じられておりますけれ

、 。ども 警察として認知してる状況はありません

今後預託農家の関係とか、いろいろな関連捜査

で連携をとるようなことが出てくれば、適切に

捜査についても対応していきたいというふうに

考えております。

ありがとうございました。済みま○松村委員

せん。

はい。その他の報告事項で質疑○田口委員長

はございませんか、よろしいですか。

この「警察署の在り方につい○二見副委員長

ての提言」というのを見させていただいて思う

、 、んですけれども この委員会に付託されたのは

「宮崎県における警察署の在り方について検討

する」ということになってますよね。その「在

り方について検討する」と、日本語のどういう

、 、解釈なのかわからないんですけど この報告書

提言というものを読ませてもらうと、それぞれ

建てかえ等が必要な４警察署について、それを

存続させるべきなのか、また改築していくべき

なのかということについて検討をされてるので

あって、警察署としての在り方というのではな

くて、単なる建てかえについてどう思うかとい

うようなことを検討されてるんじゃないのかな

というふうに思うんです。

もちろん、女性職員に対してとか、ほかのと

ころも書いてあるんですけれども、その中で書

いてあるのが、例えば、歴史あるというのも、

どこも同じなんですけど、あと、バックアップ

機能ということについても触れていらっしゃい

ますが、例えば宮崎県内の警察署の分布図を見

たときに、延岡、日向、高鍋、宮崎の３カ所、

そして日南、串間はどうでしょうか、ちょっと

わからないけど、ここら辺というのは南海トラ
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フのことが想定されるのであれば、それに対す

る高千穂署なら延岡のバックアップ機能が必要

だと、小林、えびのについても、新燃岳等につ

いてバックアップが必要だということなんです

けれども、それだったらもうちょっとそういっ

たところからの観点で、それぞれの警察署同士

の連携の仕方とかを全体的にもう一回見直すよ

うな検討が必要だったんじゃないかなと思うん

ですが、そこのところを在り方検討委員会では

どのように検討されてきたのか、その経緯につ

いてちょっとお伺いしたいんですけれども。

実はこの委員会、設置の経緯○久米警務部長

から御説明申し上げたいと思いますが、県警は

全国的に見ましても非常に多くの古い庁舎を抱

えておりまして、その古いがゆえに、要は警察

署のさまざまな機能、機能と申しますのは提言

にも触れられておりますけれども、災害拠点と

しての機能、これは東日本大震災を契機に注目

されておりますけれども、そのほかにも今刑事

部長から説明もありました振り込め詐欺、それ

から交通事故、高齢者を守るような、そういう

活動、サイバー犯罪も今話出ましたけれども、

そういった抑止機能、さまざまな機能がある、

その機能が十分に果たせないのではないかとい

う懸念、これが出発点でございます。

その懸念というのは、ハードから来ていると

いうことで、この提言、議論が非常に拡散して

しまいますし、出発点がそこのハードの部分で

の懸念から生じた委員会でございますので、こ

、の委員会では当然その機能を果たすためという

機能についてを踏まえた検討もありましたけれ

ども、それを十分に果たすためのハードのあり

方といったものについて、特にテーマとして、

。検討事項として上げたということでございます

それにつきましては、資料の検討事項（１）

（２ 、再編の必要性、それを踏まえた庁舎の整）

備に関すること、そういう検討の前提からこう

いう検討事項の絞り込みをしたという経緯がご

ざいます。以上であります。

そういったところから検討を○二見副委員長

開始されて、じゃ警察署としてはもちろん細か

に各地域に警察署があったほうが、それは地域

住民の方々も安心感はあるし、いろんな対応も

早くできるじゃないですか。

例えば、じゃサイバー犯罪等とか、そういっ

たものに関して、じゃ各警察署においてその対

、策ができるようにしてらっしゃるのかというか

今の例えばサイバー関係だとしたら、宮崎は本

部を中心として、いろんな捜査網をつくってい

、 、くのか そこ辺をどのように整備していくのか

今の大規模 中規模 小規模署ということでやっ、 、

てらっしゃるみたいですけれども、じゃそれを

。今からもその規模で維持していくのは別なのか

、 、 、例えば 宮崎あたりからすれば 大規模署は

延岡、日向、宮崎の２つに都城ということです

けれども バックアップ機能とかを考えるんだっ、

たら、僕は西都あたりをもう少し充実させたほ

うがいろんな今後の見通しとか、そういったも

のが必要な、ここにもうちょっと例えばバック

アップ機能を拡充したほうがいいとか そういっ、

た議論とかは、この中ではされてきてるわけな

んでしょうか、そういった全体的な見直しの形

があったのかなと、これを見てると、現状維持

というか、そういったところを基本にしてるよ

うな感じを受けたものですから、そこのところ

についてちょっとお伺いしたいんですが。

今副委員長のほうからサイバ○久米警務部長

ーを一例として取り上げられて御質問いただき

ましたけれども、そういう各細かい業務、一つ

一つについての検討は行っておりません。と申
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しますのは、警察の組織の形態としまして、組

織体制といたしまして、本部、ヘッドクォータ

ーがありまして、それの分支店として署があり

まして、そして交番、駐在という非常に地方、

地域に密着した活動を警察は行っております。

これは専ら全般の業務に関しまして、地域密

着というのは必要でございます。例えば、今御

指摘いただきましたサイバーに関しましても、

こういったサイバー手口があるから気をつけて

くださいねというような防犯活動的なものとい

うのは、どうしても地域密着といった部分が必

要でございまして、警察本部だけが考えればい

い、警察本部だけが人員を確保しておけばいい

というものではございません。

これは全般言えることでございまして、やは

り地域密着のためにこれだけの警察署が必要で

はないのかという考えがございまして、そうい

う要は今回のテーマの中で特に上げられている

のは災害とか、最後のほうには高齢者、子供と

いったキーワードも出てきますけれども、業務

ごとではなくて、そういった地域なり、もしく

は警察として守る対象とすべき方々、これをど

う守っていけるのかという視点で、こういう体

制がよかろうという提言の検討はなされており

ます。

はい、わかりました。○二見副委員長

今副委員長からいろいろ話があり○中村委員

ましたが、地域密着型という話でしたが、その

委員の人を見てみると、５人いらっしゃいます

が、宮崎近辺の人ばかりですよね。

だから、例えば都城署を調査するとなると、

都城の近辺に在住する人も委員に入れないと、

細かなことはわからないと私は思うんです 高。（「

」 ） 、木さんは都城 と呼ぶ者あり 高木さんは都城

あっ、そうか、とにかく、要は都城警察署あた

りは私もたまには行きますけども、余り頻繁に

、 、行くところじゃないので 敬遠しておりますが

都城は４町が合併したわけです。北諸県郡が全

部合併したんです。

今の都城の警察署のところは、どっちかとい

うと、いわゆる曽於郡に近いほうです。財部、

末吉に近いところ、だからあれは建てかえもも

ちろん必要なんだけど、場所的にもっと都城の

中心地であるところに持ってこないと、機能が

果たせるのかなという気がするんです そういっ。

た検討は、この委員会の中でされたんでしょう

かね。

まず、人選のほうからちょっ○久米警務部長

とお答えさせていただきたいと思いますが、人

選といいますか、委員の役割といったことでご

ざいますけども、出口委員長、これは都市計画

が専門の大学教授でありまして、都市機能にお

ける警察署の役割についての検討のために御参

加していただいております。村上委員は、防災

工学が専門の大学准教授で、防災拠点としての

警察署のあり方、近藤委員は、弁護士で、捜査

機関、司法機関、警察署の役割等についての検

討ということで御参加いただきまして、地域と

いいますから、谷口委員、高木委員は、それぞ

れ県の婦人会、ＰＴＡの代表、ちなみに高木委

員は都城の御出身でございますが、ＰＴＡの代

表でありまして、県民目線での各種検討のため

に御参加いただきまして、委員の適正な数とい

いますか、各地域、じゃどこの地域で何人ぐら

、 、いという部分ございまして いわゆる県民代表

それから防災都市機能、司法機能といった点で

の専門家の要は機能の視点からこういった委員

の選定をさせていただいたと、ただ、各委員に

は自分のお住まい、御出身関係なく、議論はし

ていただいたという状況でございます。
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それから、設置場所に関する議論でございま

す。

この提言の３番目に 「警察署の設置場所につ、

いて」という提言をいただいております。警察

署の移転を行う場合には、住民の利便性、他の

官公署との連絡、交通の利便性、通信の確保と

いったことに配意すると、それから災害発生時

。に安全な場所であるといったことでございます

こういった着眼点についての議論もされており

ます。

ただ、各署ごとにどこがいいということにつ

きましては、議論もちょっと拡散する部分もご

、 、ざいますし 中には建てたばかりの署があって

ここがいいといってもいかんともしがたいよう

な各個別の事情もございますので、支署ごとに

は検討しておりませんが、いわゆるどういう場

所に設置したらいいのかという議論はなされて

おります。以上でございます。

今の説明で余りはっきりわからな○中村委員

かったんですけど、例えばこういう委員会の人

たちが、例えば都城を初め、いろんなところは

ちゃんと建てかえをすべきだとおっしゃったと

する。それで、場所について検討されるという

ことなんですが、そういうふうに一旦決まって

しまえば、次の検討する人たちは、例えば都城

警察署に関することであれば都城在住の人たち

に検討させたほうがいいんじゃないですか。

このお一人しか、ＰＴＡの人が１人、都城市

だということなので、そういう気持ちも大事な

わけなんですが、もっと幅広く、こういう都城

、 、警察署の建てかえの議論がありましたと さて

都城の人たちは、どこが都城としては警察署の

建てかえの場所に必要なのかということは再度

させるべきだと思います。というのは、今の警

察署を御存じでしょうけども、徳重委員もさっ

き言ってましたが、非常に駐車場狭いし、そし

て交通的にも非常に余り行ける場所というか、

いい場所じゃないですよね。

だから、中間的なところとすれば沖水とか、

沖水ってわかりますか、都城市内の中間ぐらい

に位置するところに建てたほうがいい ここだっ。

たらどっちかというと、鹿児島県側に近いほう

です。都城署は、それも検討されたほうがいい

のかなという気がしますがね。

今回はいろいろテーマ自体が○久米警務部長

各署ごとの深い検討ということではございませ

んでしたので、今後の検討時のいわば設置場所

につきましては、着眼点といったものの提言ど

、 、まりではございましたが これを踏まえまして

今後県警でも検討を進めてまいりますので、そ

の具体的な検討が必要なときにさまざまなそう

いった検討要素に基づいて設置場所を決めてい

くということになろうと思います。

いいです。○中村委員

ほかにございませんか。○田口委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、質疑はこの辺でよろしい○田口委員長

ですか。

それでは、その他で何かございませんか。

その他ですが、くだらんことを聞○中村委員

きますが、信号待ちしていますと、あれ何秒で

すか、場所によるんだろうけど、一番信号機の

長いところは２分か３分あるんですかね。

ちょっとその交差点によって○武田交通部長

、 、時間に違いがありますので 今具体的な数字は

ちょっと数字出しておりませんで、申しわけご

ざいません。広い交差点で、最大 180秒という※

数字を出しております。

180秒ということは３分ですか。○中村委員

※次のページ左段に発言訂正あり
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３分です。○武田交通部長

３分ですね。○中村委員

はい。○武田交通部長

この３分という時間が非常に長い○中村委員

気がします。わかりました。短いところで何分

でしょう、何秒でしょう。

お待たせしました。ちょっと○武田交通部長

訂正いたします。先ほどのやつは１サイクル

、 、 、で180秒ですので 青になって 次に赤になって

また次に青になったときが180秒でございます。

短いところになりますと、待ち時間は20秒とか

というようなことで、その交差点に応じてやっ

ているということでございます。

わかりました。○中村委員

関連してお尋ねしますが、時間帯○徳重委員

によっては非常に長く停車せざるを得ない時間

帯があるわけです。これの変更というか、この

時間帯だけというわけにいかんのかなという気

がしてならないんですけど、ちょっと過ぎる言

い方かもしれませんけど、私の自宅の周辺は、

私の自宅はちょうど角にあるものですから、４

回とまらないと自宅に入れないというような事

実もあるわけですから、そういう時間帯だけな

んです。そういう時間帯において、変更という

のはきくものかきかないものか。

交差点の信号にプログラムを○武田交通部長

組み直して、曜日だとか時間で、その渋滞の状

況を見ながら、青の時間をどのくらいにすると

か、一方のほうをどうするとかという組みかえ

はできます ですから その実態が交通量によっ。 、

て刻々変わりますので、よく警察署の交通課員

と連携をとりながら、日々見直していくべきだ

ろうというふうに考えています。

よろしくお願いしておきます。○徳重委員

ちょっと１つお聞きしたいんで○田口委員長

すが、県庁の前のスクランブル交差点がござい

ますが、あれができたときに、ここでタクシー

に乗ると、タクシーの運転手さんに物すごく僕

らは 何でこんなに渋滞するような信号機つくっ、

たんですかと、よく怒られとったんですが、最

近は歩車分離というんですか、あれが非常に宮

崎市内ふえてきておりますけども、当然あれが

安全性が高いということで出してるんだと思う

んですが、これは今県内は、延岡とかでは余り

見たことないんですけども、山下通りの出口ぐ

らいのところとか、今後これをふやしていく方

向性なのか、ちょっとお聞きします。

まず、スクランブルは県内、○武田交通部長

延岡にも１カ所ございますけども、県庁前と一

番街、この３カ所にございます。それと、歩車

分離は、県内に今46カ所ございます。これはそ

もそも横断歩道の歩行者と車を分離しようとい

う考え方であるわけでございますけども 平成22、

年に信号機の交差点での人身事故が全国で約１

万3,000件ございました。これの９割は、歩行者

には何も過失がないだろうというデータが出て

います 当時平成22年の宮崎県内でも およそ140。 、

件のそういった事故がありますけども、同じく

８割の歩行者の方が何の過失もないのに事故に

遭ってるというようなことが できたことによっ、

ていよいよ分離してやっていこう、安全対策を

進めていこう、特に子供たちの登下校によって

は、場所によってはそうだろうというようなこ

とで進めているところでございます。

今後、平成23年、一昨年から歩車分離を、現

在、宮崎県は非常に少のうございまして、パー

セントで言いますと、警察庁からでは、宮崎県

はまだ１％じゃないかと、全国平均の３％を進

めて歩行者の保護に当たろうということで言っ

てきておりますので、計画的に進めていきたい
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というふうに考えております。以上でございま

す。

わかりました。○田口委員長

済みません。その歩車分離なんで○重松委員

すけど 自転車は車の信号で渡るのが原則でしょ、

うか、歩行者の信号で渡るんですか。

自転車は、基本的には軽車両○武田交通部長

でございまして、車の信号に従って渡るという

ことになります。ですから、歩車分離で、歩行

者が赤、同じ進行方向の車が青であった場合に

、 、 、は 自転車は歩道じゃなくて その側近の車道

。左端を直進するというような走り方になります

以上でございます。

そうだと思ったんですけども、ま○重松委員

たドライバーのほうが、車道で真っすぐ自転車

が渡ってきて、左折ができないということで、

何かどなられたというようなことがあって、こ

こを自転車が何で渡るんだみたいな感じで、で

すからドライバーに対するそういう意識づけと

いうか教育というか、その辺のことが、まだ

ちょっと周知が足らないんじゃないか、私たち

もちょっとわからなくて、どっちで自転車渡る

んだろうということがあったものですから、そ

。の辺の周知徹底についてはどうなんでしょうか

約１万1,000件ぐらいの人身事○武田交通部長

故がありますけども、自転車の事故は約14％ぐ

らいを占めます。これは、特に都市部を中心に

だんだんと増加してきてるわけであります。そ

れは健康志向であるとかＣＯ の問題であります２

とか、そういったことで、今までは余りそうや

かましく言ってなかったので、今は今度の重点

にもありますけども、自転車の安全利用という

ことが掲げられております。

したがいまして、ドライバーも含めまして、

自転車利用者だけじゃなくて、周知徹底を図っ

ていきたいと思っておりますし、各学校にあり

ましては36のモデル校を指定しております。小

中高それぞれでございますけども、そのモデル

校でそういった自転車を初め、交通安全に対す

る意識を高めていこうということをやっていま

すし、一方ドライバーのほうは安全講習等々で

歩車分離の話ですとか、あるいは自転車の通行

は原則左側ですよとかいうような、そういった

講習を積極的に進めているところでございます

し、今後もっと委員御指摘のとおり、これを強

力に進めていく方針でございます。以上でござ

います。

けさも実は真っすぐ車が、青だっ○重松委員

たんですけども、学校通学の自転車の方は中学

生なんですけど、それで渡らずに、歩行者が青

になるのを待っていた様子があって、どっちが

どっちなんだろうなということがちょっとあっ

、 。たものだから またよろしくお願いいたします

以上でございます。

車の中で携帯電話でしゃべったら○中村委員

いけないんですけども、我々はしませんけど、

携帯が鳴った場合に道路の端のほうにとめて携

帯やってる人がおります。あれ走ったままやっ

てもらったほうがよっぽど安全です。とめられ

たらたまらんです。狭い道路に、端にとめてる

わけです。こういうやつに限って、にやにや笑

。 。いながら電話しますよね 電話やってるんです

だから、じゃ走って電話かけてくれたほうが

かえって安全だなと思いますが、あれとにかく

車に乗ったら携帯はだめだということにしてし

まったらいいんですけど、方向を左側によけて

とめてしまったら電話をしてもいいということ

になったらかえって危ないんじゃないですか。

これも指導していく話だろう○武田交通部長

と思うんですけども、まず携帯電話はドライブ
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モードというのがございます。現在、それを押

すと、運転中で出れませんとか、ああいったい

、わゆるこれもマナーだろうと思うんですけども

そういったことを進めていくというか強要して

いくというか、指導していくと言いますけど、

もし鳴ったら、当然駐停車禁止場所ではとめる

わけにいきませんけども、当然鳴ってますと、

非常に気になるところでございますけども、他

の交通に迷惑をかけないように左の空き地に寄

せましょうというような、いわゆるマナーを進

めていくということが非常で大事であろうかと

、 、思っていますので そういったことについても

私もちょっと散見いたしますので、いろんな機

会、講習等で、法律どうこうはもちろんでござ

いますけども、思いやり運転、マナー運転、こ

この世界だろうと思いますから、進めてまいり

たいというふうに考えております。

よろしいですか、ほかにござい○田口委員長

ませんか。これで終わりになりますが、いいで

すか、よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警察本○田口委員長

部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。ありがとうございまし

た。

午前11時９分休憩

午前11時14分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

当委員会に付託されました議案等について、

教育長の説明を求めます。

おはようございます。教育委員○飛田教育長

会でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

最初に、お礼を申し上げたいと思いますが、

「 」せんだって行われました 県高校総合体育大会

の開会式には、田口委員長に御出席いただきま

した。ありがとうございました。

それから 「みやざき県民総合スポーツ祭」に、

は、福田議長を初め、たくさんの議会の議員の

方々が御出席いただきましたし、その後に行い

ました1130運動の啓発 「サッカー交流試合」に、

もたくさんの方に御参加をいただきました。こ

の場をおかりしまして、改めてお礼申し上げた

いと思います。ありがとうございました。

あとは座って説明をさせていただきます。

それでは、本日御審議いただきます議案等に

つきまして、御説明させていただきます。

お手元の「文教警察企業常任委員会資料」を

お願いいたします。

表紙をおめくりいただき、目次をごらんくだ

さいませ。

御審議いただきます議案は、議案第１号「平

成25年度宮崎県一般会計補正予算（第１号 」）

並びに報告第１号「専決処分の承認を求めるこ

とについて」の２件でございます。

次に、議案以外の議会提出報告は 「平成24年、

度宮崎県繰越明許費繰越計算書」であります。

また、その他の報告事項といたしましては、

「公立学校施設の耐震化の状況について」説明

させていただきます。

このうち、補正予算についてでありますが、

委員会資料をおめくりいただいて、１ページを

お開きください。

今回の教育委員会の一般会計の補正予算は、

表の下のほう、太線で囲んでおります、合計の

欄に記載しておりますように、9,925万円の増額

補正をお願いしており、補正後の額は、その太
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線で囲んだ合計の欄の一番右の数字になります

が、1,062億6,212万5,000円でございます。

内容につきましては、表の右端、補正内容の

欄に記載しております「わくわくなるほど小学

校理科教育プロジェクト事業」など６件であり

ます。

私からの説明は以上でありますが、引き続き

関係課室長が説明いたしますので、御審議のほ

どどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。教育○田口委員長

長の概要説明が終了いたしました。

次に、議案等に関する説明を求めます。

学校政策課の補正予算に○谷口学校政策課長

つきまして、御説明をいたします。

「歳出予算説明資料 、白い冊子でございます」

が、この資料の73ページをお願いいたします。

学校政策課の補正額といたしましては、１列

目にございますように、210万5,000円の増額補

正でありまして、補正後の額は、右から３列目

にありますように、９億537万8,000円となりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

すので、次のページをおめくりください。75ペ

ージをお願いいたします。

真ん中ごろに（説明）と小さく書いてござい

ますが 指導者養成に要する経費としまして わ、 「

くわくなるほど小学校理科教育プロジェクト事

業」で30万5,000円の増額となっております。

また、一番下でございますが、学校安全教育

等に要する経費としまして「通学路安全推進事

業」で180万円の増額となっております。

事業の内容につきまして御説明いたしますの

で、お手数ですが、今度は先ほどの薄い冊子の

「常任委員会説明資料」の２ページをお願いい

たします。

「わくわくなるほど小学校理科教育プロジェ

クト事業」についてであります。

この事業は、本年度の当初予算で認めていた

だいた事業でございますが、国の委託決定に伴

いまして、今回補正をお願いするものでござい

ます。

事業の目的としましては、小学校の理科教育

に専門的な知識を持ちますサイエンスアドバイ

ザーを派遣いたしまして、小学校の理科を担当

する教員の授業力向上等を支援するものであり

ます。

今回の補正につきましては、２、事業内容の

（２）わくわくなるほど理科教育研修会という

のを実施いたしますが、それに関しまして、国

の委託決定に伴いまして講師の謝金や旅費等を

増額するものでございます。補正額は30万5,000

円を計上しております。

なお、事業期間は、平成25年度の１カ年でご

ざいます。

続きまして、右のページをごらんください。

「 」 。通学路安全推進事業 についてであります

この事業も本年度の当初予算で認めていただ

いた事業でございますが、同じく国の委託決定

に伴いまして補正をお願いするものでございま

す。

事業の目的としましては、道路の安全対策に

専門的な知識を有します通学路安全対策アドバ

イザーを派遣いたしまして、通学路の合同点検

や安全対策の検討を行うものでございます。

今回の補正につきましては、２の事業内容の

（１）通学路安全対策アドバイザーの派遣に関

しまして、これも国の委託決定に伴いましてア

ドバイザーを派遣いたします学校数が増加しま

、 。して その旅費等を増額するものでございます

補正額は、180万円を計上しております。
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なお、事業期間は、平成25年度の１カ年間で

ございます。

学校政策課は以上でございます。

特別支援教育室でご○坂元特別支援教育室長

ざいます。特別支援教育室の補正予算につきま

して、御説明をいたします。

先ほどの白い表紙 「歳出予算説明資料」の77、

ページをごらんください。

特別支援教育室の補正額といたしまして

、 、は 3,665万6,000円の増額補正でございまして

、 、補正後の額は 右から３列目にありますように

１億3,532万5,000円となります。

それでは、その主な内容について御説明いた

します。

同じ資料の79ページをお開きください。

（事項）特別支援教育振興費の3,665万6,000

、 、円の増額でありますが 内容といたしましては

説明の欄にありますとおり、１の「特別支援学

校センター的機能充実事業」は、2,334万8,000

円、２の「特別支援教育エリアサポート体制強

化事業」は、1,330万8,000円をお願いしており

ます。

詳細につきましては、別の資料になります。

委員会資料、薄いほうの資料でございます。こ

ちらのほうの４ページをお開きください。

２つの新規事業をお願いしておりますが、い

ずれも文部科学省の委託事業に応募し、採択を

受けたものでございます。

まず、新規事業「特別支援学校センター的機

能充実事業」についてでございます。

１の事業の目的・背景についてですが、特別

、 、支援学校には 小中学校等からの要請に応じて

特別支援教育に関する助言・援助を行うことが

求められており、このことを特別支援学校セン

ター的機能と言っております。

現在、小中学校においては、発達障がい等の

ある児童生徒の学習上や生活上の困難さが多様

化していることから、特別な教育的支援のさら

なる充実が必要となっております。

このため、本事業では、特別支援学校におい

、 （ ） 、て 理学療法士 ＰＴ 等の外部人材を活用し

特別支援学校のセンター的機能を強化すること

で、地域の小中学校等に対する支援の充実を図

ることを目的としております。

理学療法士（ＰＴ）とは、姿勢、歩行といっ

た身体機能の回復改善について 作業療法士 Ｏ、 （

Ｔ）とは、着がえや食事等といった日常動作の

回復改善について、さらに言語聴覚士（ＳＴ）

とは、言語障がいや聴覚障がいに関する言葉の

発声・発音、摂食指導等について、また心理士

、 、とは ストレス・悩みに関するカウンセリング

知的能力等の心理検査を行い、適切な対応につ

いて、指導助言を行う専門家でございます。

２の事業の内容ですが １ の理学療法士 Ｐ、（ ） （

Ｔ）等の外部専門家による指導・助言等の実施

では、①にありますように、特別支援学校にお

いて、ＰＴ等の専門家による指導・助言、また

②にありますように、ＰＴ等の専門家を含めた

チームによる小中学校等への巡回相談を実施い

たします。

（２）の特別支援学校による小中学校の指導

力向上の支援では、①にありますように、専門

家を講師に招いた小中学校のニーズに応じた専

門性向上のための研修、また②にありますよう

に、小中学校を対象とした作業学習や情報機器

等のＩＣＴを活用した授業力向上のための研修

等を行うこととしております。

、 。３の事業費は 2,334万8,000円でございます

内訳は、全て国庫支出金となっております。

４の事業期間は、平成25年度の１年間でござ



- 20 -

平成25年６月19日(水)

います。

５の事業効果といたしましては （１ （２）、 ）

にありますとおり、特別支援学校のセンター的

機能が向上することにより、小中学校等の多様

なニーズに応じたこれまでにない支援や研修を

行うことができ、教員の指導力が向上し、特別

支援教育の充実を図ることができると考えてお

ります。

、 、 。次に 同じ資料 ５ページをごらんください

新規事業「特別支援教育エリアサポート体制

強化事業」であります。

この事業は、今年度から実施します、支援を

つなぐ特別支援教育エリアサポート構築事業と

あわせて実施することとしております。

１の事業の目的・背景でございますが、地域

、の実情に応じた特別支援教育を推進するために

、今年度から下の※印の２番目にありますように

県内を７つのエリアに分け、エリア内の小中学

校の中から拠点校を指定いたしまして、関係機

関と連携してエリアで特別支援教育を推進する

エリアサポート体制を構築することとしており

ますが、本事業では、各エリアの拠点校等の機

能の充実を図るとともに、合理的配慮に関する

実践事例の研究を行うことで、エリアサポート

体制の強化を図るものでございます。

合理的配慮といいますのは、下の※印の１番

目にありますように、障がいのある子どもが、

他の子どもと平等に教育を受けられるように、

施設・設備や教育内容・方法、支援体制につい

て変更・調整を行うことでありますが、具体的

には、教員や支援員を確保したり、施設・設備

のバリアフリー化を実施したり、また口頭によ

る指示だけでなく、板書、メモ、写真等による

情報提示を行ったり、さらには一人一人の障が

いの特性に応じたデジタル教材やＩＣＴ機器等

を利用したりといった配慮・工夫を行うことで

あります。

２の事業内容でありますが、まず（１）拠点

校等の機能充実では、①にありますように、先

進事例の調査等を行うなど拠点校等の教員の専

門性を高める研修や、②にありますように、講

師を招聘したエリア内の教職員への研修を行う

地域の特別支援教育担当の指導力向上のための

研修を行います。

次に （２）合理的配慮に関する実践事例研究、

、 、 、につきましては ①にありますように 今年度

先行して取り組む３エリアの拠点校及び特別支

援学校に各１名、合計６名の非常勤職員を配置

し、実践事例の蓄積・記録等を行う合理的配慮

協力員の配置 、また②にありますように 「合」 、

理的配慮協力員が、エリアコーディネーター等

が行う小中学校への巡回支援に同行いたしまし

て、障がいのある子供への合理的配慮を支援す

る一人一人の教育的ニーズに応じた合理的配慮

の検討を行います。

３の事業費は、1,330万8,000円で、全額国庫

支出金でございます。

４の事業期間は、平成25年度の１年間でござ

います。

（ ）（ ） 、５の事業効果の １ ２ にありますように

エリアサポート体制が強化されることで、支援

体制が充実し、教員の指導力の向上が図られ、

さらに合理的配慮の実践事例の蓄積と普及によ

り、障がいのある子供一人一人の教育的ニーズ

に応じた指導支援の充実が図られるものと考え

ております。

説明は以上でございます。

生涯学習課の補正予算に○村上生涯学習課長

つきまして、御説明をいたします。

「歳出予算説明資料」の81ページをごらんく
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ださい。

生涯学習課の補正額は、500万円の増額補正で

ございます。

補正後の額は、右から３列目にありますよう

に、５億2,906万2,000円となります。

それでは、その主な内容について御説明いた

します。

同じ資料の83ページをお開きください。

（事項）家庭教育振興費の500万円の補正、内

容につきましては、説明欄にありますとおり、

新規事業１の「子どもと本をつなぐみやざき読

」 。書ネットワークフォーラム事業 でございます

詳細につきましては、お手元の常任委員会資

料で御説明いたします。

６ページをお開きください。

新規事業「子どもと本をつなぐみやざき読書

ネットワークフォーラム事業」についてでござ

います。

１の事業の目的・背景でございます。

本県では、平成23年度に第二次宮崎県子ども

読書活動推進計画を策定し、これまで家読の推

進や読み聞かせなどの新たなボランティアの育

成に取り組んでまいりましたが、子供の読書活

動に取り組む団体や企業等のネットワーク化を

図りまして、子供が進んで読書活動を行うこと

ができる環境づくりをさらに推進するため、子

どもと本をつなぐみやざき読書ネットワーク

フォーラムを開催するものでございます。

２の事業の内容であります。

、 、 、ボランティア団体 学校図書館 公共図書館

行政関係者、企業等が一堂に会しまして、交流

会 意見交換会 読み聞かせの実演等を行うフォ、 、

ーラムを来年の１月30日・31日の２日間にわた

りまして、メディキット県民文化センターと県

立図書館で実施をいたします。

内容は （１）子供の読書活動推進についての、

基調講演 （２）家読を中心にした子供の読書活、

動推進に関するトークセッションや交流会、

（３）学校図書館を活用した読書推進に関する

取り組みの紹介や意見交換会 （４）絵本の展示、

会や読書ボランティア団体による読み聞かせ等

の実演を実施いたします。

また この機会を利用しまして ５ 置県130、 、（ ）

年を記念した宮崎にゆかりのある本や資料の展

示 （６）記紀編さん1300年記念事業にちなんだ、

宮崎の神話・民話の紹介や展示を行いまして、

本県のＰＲを行いたいと考えております。

３の事業費は、500万円でございまして、内訳

は、全額国庫支出金でございます。

４の事業期間は、平成25年度、今年度のみの

事業でございます。

５の事業効果でございますが、子供の読書活

動の推進に係る環境整備の促進、社会全体で子

供の読書活動を推進していく気運の醸成、参加

団体等によります取り組みの活性化などにより

まして、第二次宮崎県子ども読書活動推進計画

の一層の充実・推進が図られるものと考えてお

ります。

説明は以上でございます。

文化財課の補正予算につい○田方文化財課長

て御説明をいたします。

「歳出予算説明資料 、文化財課のインデック」

スのところ、85ページをお願いいたします。

今回の補正は 一般会計予算で 5,548万9,000、 、

円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように、５億5,535万円となります。

その内容につきましては、委員会資料で御説

明をしたいと思います。

委員会資料の７ページをお開きください。
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「国道発掘調査」についてでございます。

１の目的・背景でありますけれども、国土交

通省が実施します大淀川河川改修事業に伴いま

して、埋蔵文化財の滅失を防止するための発掘

調査を実施するものでございます。

２の事業内容でございますけれども、都城市

高城町有水の大窪第１遺跡１万平方メートルの

発掘調査でございます。

３の事業費でございますけれども、5,548

万9,000円で、全額国土交通省の負担となってお

ります。

４の事業期間でございますけれども、平成25

年度中を考えております。

説明は以上でございます。

、○早日教職員課長 教職員課関係につきまして

御説明申し上げます。

お手元の別冊の資料 「平成25年６月定例県議、

会提出議案（議案第１号～議案第12号・報告第

１号 」をお願いいたします。）

27ページをお開きください。

報告第１号と書いてある資料でございます。

資料の39ページでございます。

報告第１号「専決処分の承認を求めることに

ついて」でございます。

「平成24年度宮崎県一般会計補正予算（第６

号 でございますが その内容につきまして 44）」 、 、

ページをお開きください。

下から２番目の10教育費の欄でございます。

１教育総務費につきまして、平成24年度中の退

職者数及び退職手当支給額が確定いたしたこと

に伴いまして８億4,348万円の減額補正を行った

ものでございます。

その主な要因でございますが、条例改正に伴

い、支給額が減少したこと及び勧奨退職者数の

。見込みが下回ったことによるものでございます

教職員課からの説明は以上でございます。

ありがとうございました。議案○田口委員長

に関する執行部の説明が終了しました。

議案についての質疑はございませんか。

１点だけ質問をさせていただきた○徳重委員

いと思います。

それぞれ補正という形で予算が組まれており

ますが 「わくわくなるほど小学校理科教育プロ、

ジェクト事業 「通学路安全推進事業 「特別支」 」

援学校センター的機能充実事業」それぞれ組ま

れておるんですが、これ25年度単年度というこ

とで説明があったと、こう理解しておるんです

が、教育の継続性というか、これ単年度でいい

ものかどうか これ25年度だけということになっ、

たら、後で先生方非常に苦労されるんじゃない

かなと、こう思ってるんですが、どういう流れ

になるものでしょうか。

２ページの「わくわくなる○今村学校支援監

ほど小学校理科教育プロジェクト事業」と「通

学路安全推進事業」についてでございますが、

このわくわくなるほど小学校理科教育プロジェ

クト事業につきましては、国の緊急雇用創出事

業臨時特例基金を使っております関係で、今年

。度１年間ということで事業を設定しております

気持ちは継続でやりたいなというふうには思っ

てるところでありますが、そういう関係で１年

でございます。

、 、それから 通学路のこの事業につきましても

国の事業として設定をされておりまして、宮崎

県のほうで手を挙げた事業でありますので、国

が単年度という設定をしております関係で、１

年間ということで事業を組ませていただいたと

ころでございます。継続して実施したいという

気持ちは持っているところでございます。以上

でございます。
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気持ちはわかるんですけど、子供○徳重委員

たち、あるいは先生方がこういう特別な事業を

国が言ったからといってされる、その次の子供

たちにはそういう恩恵がないと、ならばいいこ

、 、とだったら これを前向きに進めるんだったら

県単でもやっていこうかというような形でも、

教育というのは継続性がなければいけないし、

公平性がなければいけない。どの子にも平等性

がなければいけないと、こう思うんですが、教

育長そこ辺いかがでしょうか。

私も思いは一緒でありまして、○飛田教育長

例えばわくわく理科につきましては、この以前

はまた違うような事業の組み立てをやっており

ました。それで、その事業も国の国庫支出金を

もらいながらやってたんですが、そういう趣旨

を生かして今回もやってる。

そして、ことし資質を向上したことは、現場

の先生は来年からもいらっしゃるので、それは

生きていくと、それから県単で使える予算の中

で、重点がそこだったということだったら、ま

た来年も考えて、県単でお願いをするというこ

ともあると思います。

それから、交通安全のこととか特別支援のこ

ととか、それぞれことし資質向上をアップして

、 、いった そのことは来年も生きると思いますし

そして議員おっしゃるように、その中で必要が

あれば、今限られたパイの中では、これをまた

来年度事業でお願いしようというような検討も

してみたいと思ってますが、トータルのバラン

スを見ながら考えていきたい。

そして、ことしやったことが次年度からも生

きるように絶対したいという思いは持っており

ます。

ぜひよろしくお願いいたします。○徳重委員

よろしいですか、ほかにござい○田口委員長

ませんか。

５ページの「特別支援教育エリア○中村委員

サポート体制強化事業 、冒頭のところに、特別」

な教育的支援を必要とする子どもの増加やニー

ズの多様化が進む中というふうに書いてありま

すが 子供たちがふえてますか 私は少なくなっ、 、

てると思うんだけど、というのは今生前診断も

取り入れられて、いわゆる血液検査等でダウン

症の子供たちは九十七、八％わかると、そして

知的障がい者の子供も大概生前診断でわかって

おるという話を聞いたんですが、ということに

なると、こういう障がいのある子供たちが減っ

ていくのかなと思ったんだけど、ふえておると

いうのはどういうことでしょうかね。

特別支援学校の状況○坂元特別支援教育室長

を少しお話いたしますと、この約10年間で、年

間20名から30名ほどの在籍数の増加がございま

す。小中学校に設置している特別支援学級の増

加率を見ますと、これは大変高いものがありま

して 大体年に20学級程度ずつの増設をし 約100、 、

名近い子供たちがその中に在籍するという状況

がございます。ということから見ると、障がい

のある子供さんたちがふえているという状況に

なります。

そのことについてどういうような原因がある

かということはなかなか難しいところがござい

ますが、例えば医学等の進歩により、細かな障

がい区分ができると、今まで通常の子供さんと

いう評価だったのが、例えば発達障がいの子供

さんとか、広汎性発達障がいという形で、いわ

ゆるくくりの中に子供さんが障がいあるという

形でそこの中に入りますので、そうすると障が

いがあるということになり、その中でそれぞれ

の特別支援学級なり、特別支援学校のほうの入

級になるというような状況が続いているという
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ふうに思っております。以上であります。

子供が生まれる前の生前診断とい○中村委員

うのは最近からでしょうから、きのう一般質問

で言った人工中絶とか、そういうことをするこ

とについて、よしあしは別として、ダウン症の

患者であろう子供たちが生前診断で99％ぐらい

わかる、それを人工中絶するかどうかは別なこ

となんですが、知的障がい者等もわかってくる

となると、そういった障がいを持つ子が少なく

なるのかなという思いをしたものですからお聞

きしたんですけども、ふえてるんですね。わか

りました。

ほかにございませんか。○田口委員長

「子どもと本をつなぐみやざき読○松村委員

書ネットワークフォーラム事業」について、こ

れは来年のイベントだと思いますけれども、こ

れに参加する子供たち、あるいはネットワーク

に参加される関係者の何というか、団体の数と

いうか、大人の数といいますか、このイベント

の事業規模というんですか、どういうのを想定

されてるのか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。

フォーラムの想定参加者○村上生涯学習課長

につきましては、約1,000人を目標といたしてお

ります。参加者につきましては、各地で読書の

読み聞かせ等を行っていただいております読書

のボランティアの方々、それから学校関係者、

、 、学校図書館とか学校の司書とか そういった方

それからもちろん図書館関係者、それから市町

村の教育委員会関係者、それから地域の社会教

育に携わってる皆さん方の関係者、公民館の読

書活動等も盛んに行われておりますので、公民

館の関係者ということ、それからこの会議につ

、きましては全国会議ということでございまして

全都道府県にもお声かけをしまして、生涯学習

課としましては、特に九州各県からの参加を強

く呼びかけてまいりたいと考えておりまし

て、1,000名程度の参加を呼びかけてまいりたい

と考えております。

２日間で延べ1,000名、例えば500○松村委員

名 500名 それとも1,000名が２日間ずっと1,000、 、

名なのか、延べ2,000名になることになりますけ

れども、それと子供たちの絵本の読み聞かせの

実践とかあります。そこには子供たちがいるの

かいないのかというのもありますけど、その辺

ちょっとお聞きしたいと思います。

この1,000名ということに○村上生涯学習課長

つきましては１日ということで、２日間で1,000

名、1,000名ということで、延べ2,000名という

ことになります。

それから、このネットワークフォーラムにつ

きましては、子供の読書を推進するという考え

で、いろいろ活動を取り組んでいただいてる、

主に大人の皆さんの参加を呼びかけるというこ

とでございまして、また実施日につきましても

平日でございます。ほとんどの参加者は、大人

になろうかと思います。

よろしいですか、ほかにござい○田口委員長

ませんか。

文化財課にお尋ねします。○徳重委員

「 」 、国道発掘調査 ということでございますが

ここに当初予算が2,751万8,000円ということで

計上されておったわけですが、ここで5,500万、

約倍、こんなお金が追加されたということは面

積がふえたのか、どういう理由でこうなったの

か、ちょっとお尋ねします。

この工事自体が、平成17年○田方文化財課長

度に発生しました台風14号による浸水被害に

遭った土地でございます。この氾濫防止のため

に河川の拡幅と、それから堤防の設置を行うと
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いうことで、国土交通省が緊急に調査の依頼を

してきたということでございまして、今年度の

予算を立てますときに前年度のこのことがわ

かってなかったものですから、３月になりまし

て国土交通省のほうからここの調査をしてほし

いということがございました関係で、この部分

につきまして補正をお願いしたということにな

ります。

追加分という。○徳重委員

そういうことになります。○田方文化財課長

はい。○徳重委員

よろしいですか、ほかに質疑は○田口委員長

ございませんか。

２ページの「わくわくなるほど小○重松委員

学校理科教育プロジェクト事業」のサイエンス

アドバイザーという方の立場というか身分とい

うか、それは県内にいらっしゃる方なんでしょ

うか。

同じく、３ページにも通学路安全対策アドバ

イザーというのがあるんですけど、この方の立

場というか、県内にいらっしゃるのか。

両方の事業とも県内在住の○今村学校支援監

方でございます。わくわくなるほど小学校理科

教育プロジェクト事業のサイエンスアドバイザ

ーにつきましては、学校の主に理科の先生で、

退職された方を２名、県の教育研修センターに

おいて仕事をしていただいているということで

ございます。

それから、通学路につきましては、県内に在

住の方で、道路関係、それから建築関係の専門

の方でございまして、そういう通学路対策につ

いて専門の知識を有する方でございます。

はい、わかりました。ありがとう○重松委員

ございました。

ほかにございませんか、よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

議案に関する質疑を終了いたし○田口委員長

ます。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

財務福利課関係について○入倉財務福利課長

御説明申し上げます。

平成24年度からの繰越明許費について、繰越

額が確定しましたので、御報告いたします。

「平成25年６月定例県議会提出報告書」の青

のインデックスのところ、別紙３のところにな

りますが、ページで言いますと、14ページをお

願いいたします。

「平成24年度繰越明許費繰越計算書」の下か

ら５行目からになりますが 「県立学校避難経路、

整備事業」と次の行の「理科教育等設備整備事

業」につきましては、平成25年２月議会におき

まして、国の緊急経済対策の実施に伴う補正予

算として認めていただきましたものであります

が、工期等が不足することとなったため、繰り

越したものであります。

次の行の「文教施設災害復旧事業」につきま

しては、昨年７月に発生しました県ライフル射

撃競技場ののり面崩壊に伴う災害復旧について

のものですが、不安定な天候が続いたため、地

盤が安定するのを待って測量や設計などを行う

必要などがあり、工期等が不足することとなっ

たため、繰り越したものでございます。

繰越額につきましては、翌年度繰越額の欄に

なりますが 「県立学校避難経路等整備事業」、

、 、「 」が 2,340万2,000円 理科教育等設備整備事業

が、984万1,000円 「文教施設災害復旧事業」、

が、1,000万円であります。

財務福利課からは以上でありますが、引き続

きその次の行を学校政策課が説明いたします。
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それでは、次の行の「農○谷口学校政策課長

業の６次産業化教育施設整備事業」ということ

で御説明いたします。

この事業は、高鍋農業高校におきまして６次

産業化に対応できる担い手を育成しますために

販売実習棟を整備するものでございます。

ことしの２月議会で、国の緊急経済対策の実

施に伴う補正予算として認めていただきました

が、工期が不足することによりまして、全額を

繰り越したものでございます。

繰越額につきましては、左から５列目にござ

いますが、翌年度繰越額の欄にございます1,485

万円でございます。

説明は以上でございます。

報告事項に関する執行部の説明○田口委員長

が終了しました。

質疑はございませんか。

今御説明いただきました高鍋農業○重松委員

の６次産業化の食品の種類というのは、大体ど

んなものでございましょうか。

みやざきブランド農産品○谷口学校政策課長

で上げておられます、40種目ぐらいございます

が、その中のナスとか、キュウリとか、トマト

とか、イチゴとか、そういうブランド農産品を

つくることが今後大事だということで、そうい

うものをつくって実習で販売するということを

考えております。

はい、わかりました。ありがとう○重松委員

ございました。

ほかにございませんか、よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、報告事項に関する質疑は○田口委員長

終了いたします。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

財務福利課関係について○入倉財務福利課長

御説明申し上げます。

「常任委員会資料」の８ページをお願いいた

します。

「公立学校施設の耐震化の状況について」で

あります。

本県における公立学校施設の耐震化につきま

しては、計画的に推進しているところでありま

す。

全国の耐震化の状況につきましては、文部科

学省のデータ公表が例年８月になりますことか

ら、木県分についてのみ御説明いたします。

それでは、表をごらんください。

平成25年４月１日現在の状況でありますが、

県立学校におきましては、対象となる建物の総

数、Ａ欄対象棟数625棟に対しまして、Ｂ欄耐震

、 、 、対策済棟数は607棟であり 耐震化率は 97.1％

前年度比プラス3.5ポイントとなっております。

市町村立小中学校につきましては、精査中の

ため暫定値でありますが、対象となる建物の総

数、Ａ欄対象棟数1,720棟に対しまして、Ｂ欄耐

震対策済棟数は1,569棟であり 耐震化率は 91.2、 、

％、前年度比プラス3.8ポイントとなっておりま

す。

なお 公立学校の耐震化ついて 国は 平成27、 、 、

年度末までに完了することを目標としておりま

すが、県立学校につきましては、２年前倒しし

て整備を行い、本年度に完了する予定でありま

す。

説明は以上であります。

ありがとうございます。その他○田口委員長

の報告事項に関する執行部の説明が終了しまし

た。

質疑はございませんか。



- 27 -

平成25年６月19日(水)

耐震化の問題でお尋ねしますが、○徳重委員

県立学校についてはほぼ完全にという状況に

なってきたのかなと、こう思ってますが、一番

危険度の高いといったほうがいいかもしれませ

んが、小中学校、これが今年度で目標が91％、

まだ10％近く残ってます。これについて今の流

れでいきますと、今の説明ですと、まだ３年ぐ

らいかかるのかなというような理屈ですよね。

少なくとも高校は子供さんたちも大きいわけで

すが、小中学校は小さいわけです。何とかでき

ないものかと思いますが、どう考えますか。

市町村立小中学校につき○入倉財務福利課長

ましては、これまでも文部科学省と連携しまし

て、直接市町村を訪問しまして、市町村長や教

育長と意見交換会等を行いまして、早期の耐震

化が進むようにお願いをしているところであり

ます。引き続き個別訪問とか、施設担当者等の

説明会等でもお願いをしていきたいと考えてい

るところであります。特に、27年度までに有利

、 、な財政措置等もございますので その辺を指導

。 。助言していきたいと考えております 以上です

どうなんでしょうか、私もちょっ○徳重委員

と考えてるんですが、小中学校は閉校になる学

校とか、いろいろあるんじゃないかなと、こう

思っているんです。そういったものが全部入っ

、 、てるんじゃなかろうかなと こう思ったときに

学校の合併とか、閉校していく、そういった類

いの学校もこの中に入ってると理解していいの

かどうか。

委員おっしゃるとおりで○入倉財務福利課長

ありまして、耐震化が進まない理由にはさまざ

。 、まな理由がございます 今おっしゃったように

少子化に伴いまして児童生徒数の減少がありま

して、学校の統廃合とか、小中一貫校等の再編

整備、その方針決定に時間を要しているために

計画がなかなか進まないというようなこともご

ざいます。そういった御指摘のような問題もご

ざいますので、なかなか進んでいないという部

分があるかなとは思っております。

いいです。○徳重委員

ほかにございませんか、よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他の報告事項に○田口委員長

ついての質疑は終了いたします。

次に、請願の審査に移ります。

まず、継続請願、請願第26号について、委員

からの質疑はありませんか。お手元に資料があ

ります。質疑はございませんか、よろしいです

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、26号に関する質疑は○田口委員長

終わります。

次に、継続請願、請願第27号について、質疑

はございませんか。ございませんか、よろしい

ですか。では、質疑を終了しますが、よろしい

ですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、質疑を終了します。○田口委員長

それでは、その他で何かございませんか。

文化財課にお尋ねしたいと思いま○徳重委員

すが、今回は河川の文化財発掘ということでご

ざいました。東九州高速道路につきましては、

ほとんど終わっておりますので問題ないんです

が、私たちの都城市に都城志布志道路というの

が今一生懸命やっていただいておりますが、全

然上がってきてないんです。県単の事業もある

わけですから、当然出てくるのかなと期待をし

とったんですが、これはどうなってるのか、志

布志道路に関する発掘調査の状況をちょっと教
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えてください。

都城志布志道路につきまし○田方文化財課長

て、国土交通省からの依頼があったものについ

ては、実際にはやってるわけでございますけれ

ども、昨年度も志布志道路をやっておりますけ

れども、ちょっとお待ちください、資料を。済

みません。国道のほうでは、都城道路につきま

しては、25年度としましては3,000平米ほどの西

原第２遺跡というのがございますけれども、こ

の遺跡の発掘調査をする予定で、実際にはやっ

てるところでございます。この調査期間として

は５カ月ぐらいかかるんですけれども、この道

路の関係では、まず用地の買収とか、そういう

のが終わりまして、私たちのほうが発掘に入れ

るということで、予算上は措置をしてるという

ことでございます。

西原というのは 地域はどこでしょ○徳重委員 、

うか。

西都城よりも南側になると○田方文化財課長

ころになります。済みません。蓑原地区になる

ということになります。

はい、いいです。○徳重委員

この発掘調査の史跡の名前○田方文化財課長

というのは 特徴を捉えて西原第２遺跡とか言っ、

ておりますので、実際には蓑原地区の道路の発

掘調査3,000平米ということで整備をしてるとこ

ろであります。

はい、わかりました。いいです。○徳重委員

、○田口委員長 その他でほかにございませんか

よろしいですか。では、以上で締めますけど。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって教育委○田口委員長

員会を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時10分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

それでは、今回、当委員会への報告事項等に

ついて、局長の説明を求めます。

企業局でございます。よろし○濵砂企業局長

くお願いします。

説明に入ります前に、一言お礼を申し上げま

す。

さきの県南調査におきまして、田口委員長様

を初め、各委員の皆様には、綾第二発電所と、

それから日南ダム地点の今度の小水力発電所の

建設予定地を調査いただきました。ありがとう

ございました。企業局といたしましては、委員

の皆様の御指導、御支援を賜りながら、今後と

も事業の円滑な推進に努めてまいりたいと考え

。 。ております どうぞよろしくお願いいたします

それでは、本日御報告いたします項目につき

まして、説明をさせていただきます。

お手元に配付しております資料を１枚めくっ

ていただきまして、目次をごらんください。

企業局では、今回は議案はございませんが、

提出報告書関係が２件、それからその他の報告

事項が３件、合計５件でございます。

まず、大きな１番の提出報告書関係でありま

すけれども、１つは 「平成24年度宮崎県公営企、

業会計（電気事業）予算繰越計算書 、それから」

もう一つが 平成24年度宮崎県公営企業会計 電「 （

気事業）継続費繰越計算書」でございます。

これらは、平成24年度予算に計上いたしまし

た経費のうち、今年度に繰り越したものにつき

まして、地方公営企業法第26条及び同法施行令

第18条の２の規定により報告をするものでござ
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います。

次に、大きな２番のその他の報告事項でござ

いますが、１つは、本年度をもちまして、一ツ

瀬川県民スポーツレクリエーション施設、河川

敷のゴルフ場でありますが、ここの第２期の指

、定管理者の指定期間が終了いたしますことから

現在、準備を進めております第３期の指定につ

いて報告をさせていただくものでございます。

２つ目は、国における電力システム改革の動

向について御報告をさせていただきます。

３つ目は、去る５月14日に綾第二発電所で実

施いたしました発電所施設の見学ツアーについ

て報告をさせていただきます。

私からは以上でございますが、詳細につきま

、 、しては 担当課長の方から説明いたしますので

よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。局長○田口委員長

の概要説明が終了いたしました。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

それでは、平成24年度宮崎県○緒方総務課長

公営企業会計（電気事業）に係る予算繰越につ

いて御説明をいたします。

お手元の「平成25年６月定例県議会提出報告

書」というインデックスがついてある資料があ

ると思いますけれども、それの19ページ、青い

インデックスで別紙５と表示してあるところを

ごらんいただきたいと思います。

予算繰越計算書でございます。別紙５でござ

います。

これは、ダム管埋者であります県土整備部が

実施しておりますダム施設整備事業につきまし

て、祝子ダム、立花ダム及び綾北ダムの３カ所

におきまして改良工事等を行うものであります

けれども、県土整備部によりますと、祝子ダム

と綾北ダムにおきまして、関連する業務に不測

の日数を要するなど、予算の繰り越しを行う必

要が生じましたことから、事業の一部を負担し

ております企業局におきましても、繰り越しを

行ったものであります。

繰越額は、予算計上額8,945万7,000円から、

支払義務発生額2,942万9,000円及び不用額342万

円を差し引きました5,660万8,000円を今年度に

繰り越したものであります。

なお、事業の完了は、両ダムとも、来年２月

を予定しております。

続きまして、継続費の繰り越しについて御説

明をいたします。

次のページ、青いインデックスで、別紙６と

表示しているところをごらんいただきたいと思

います。

継続費に係る繰越計算書でございます。

今回繰り越しを行いましたのは 「綾第二発電、

所配電盤改良工事」と「立花発電所入口弁取替

工事」の２件でございます。

まず、表の１段目の「綾第二発電所配電盤改

良工事」でありますが、この工事は、綾第二発

電所の発電機等に係る制御及び保護用配電盤が

、機器更新以来24年を経過いたしましたことから

全面的に更新するもので、平成24年度から26年

度までの３カ年間の事業としております。

継続費の総額は４億9,450万9,000円で 平成24、

年度予算としましては、出来高等を考慮いたし

まして、１億7,347万4,000円を計上しておりま

したけれども 受注者より支払いの請求がなかっ、

たことから、その全額を繰り越しております。

なお、現在は、１号発電機及び送電線関連配

電盤の工場製作を行っているところでありまし

て、全ての工事の完了は、平成27年の３月を予

定しております。

次に、表の２段目 「立花発電所入口弁取替工、
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事」でございますが、これは立花発電所の水車

に水を供給・停止するための入口弁が経過年

数50年を経過いたしまして老朽化しております

ことから、弁を取りかえるもので、平成24年度

から25年度までの２カ年間の事業としておりま

す。

継続費の総額は１億8,746万5,000円で 平成24、

年度予算といたしましては、出来高等を考慮い

たしまして6,448万8,000円を計上しておりまし

たけれども、受注者よりこれも支払いの請求が

なかったことから、その全額を繰り越したもの

でございます。

なお、現在は、入口弁の工場製作を行ってい

るところでありまして、全ての工事の完了は予

定どおり、来年３月を予定しているところでご

ざいます。

私からの説明は以上であります。

ありがとうございます。報告事○田口委員長

項に関する執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

ただいま説明をいただいたところ○徳重委員

ですが、それぞれ相当の繰り越し、この電気事

業ですが、１億7,000万、あるいは6,400万とい

う大きな金額ですが、受注された事業所が予定

どおり仕事が進まなかったのか、何かその過程

でトラブルがあったのか、当然こんな大きな額

ですから、一部でも入金してくれとか、いろい

ろあってしかるべきじゃないかなと考えたもの

ですから、一切何もなかったものか、ちょっと

そこを。

まず、工事の進捗につい○山下施設管理課長

てでございますが、これは最初の配電盤のほう

が３カ年間、それから入口弁のほうが２カ年間

の工事になっておりまして、当初契約した後は

、 。現地の調査をいたしまして 設計等を行います

それで、現場のほうの工事がございません。

設計等に係るところが主になるものですから、

初年度については、特にそれで経費が大きくか

かって、事業者が困ってるという状況ではござ

いません。事業者のほうも県外の大手さんにな

りますので、それで資金的にも県内の小さな会

社のように資金がなくて困るということもござ

いませんので、事業者のほうからも特に請求が

なかったということで、今回全額を繰り越すも

のでございます。

はい、いいです。○徳重委員

よろしいですか、ほかにござい○田口委員長

ますか。よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、報告事項についての○田口委員長

質疑は終了いたします。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

私から 「一ツ瀬川県民スポ○新穗経営企画監 、

ーツレクリエーション施設における指定管理者

の第３期指定について」報告いたします。

委員会資料の１ページをお開きください。

一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設

の第２期指定期間が今年度までとなっておりま

すことから、来年度からの第３期指定管理者を

募集するものです。

、 、（ ）１ 管理運営実績についてでありますが １

指定管埋業務の概要にありますように、ゴルフ

コース、サービスセンター及び駐車場を管理し

てもらいます。

（２）施設利用状況は表にありますとおり、

指定期間の初年度であります平成21年度は４

万808人の利用がありましたが、徐々に減少し、

昨年度は３万2,489人となっております。

施設の収支状況は、平成21年度と24年度は黒
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字、22、23年度は赤字となっております。

管埋運営状況としましては、各種の割引料金

やポイントサービス、主催コンペの実施や幹事

お任せセンターの運営などを行っております。

評価としましては、さまざまなコンペや料金

割引などサービス向上に努めており、施設の管

理も適切に行われておりますが、口蹄疫や天候

不順の影響により利用者数、利用料金収入とも

減少していることから、一層の利用促進や効率

化に努める必要があると考えております。

２ページに移りまして、２の次期の募集方針

（案）についてですが、まず業務の範囲は、施

設の利用許可や料金の収受など施設の利用に関

する業務、施設の維持及び保全に関する業務、

レストランの運営などその他施設の運営に関す

る業務であります。

（２）の指定期間は、平成26年４月１日から

、 、平成31年３月31日までの５年間で 利用料金は

全て指定管理者の収入とします。

指定管理者から、企業局に納付金を納めても

らいますが、基本納付額は年額2,000万円とし、

年間利用者数が３万3,500人を超えた場合は、超

えた人数に対して１人当たり1,000円の追加納付

をしてもらいます。

リスク管理と責任分担については、表に示す

とおりですが、特に①の施設等の損傷に関して

は、１件当たりの修繕費が100万円未満のものは

指定管理者、100万円以上のものは企業局の分担

とし、さらに指定管理者の年間上限額を200万円

までと設定しております。

３ページをお開きください。

（６）募集について、募集期間は７月１日か

ら８月30日としております。

資格要件については、①にありますように、

宮崎県内に事業所・事務所を有するか、または

指定を受けた場合には県内に事業所等を設置す

ることを条件としております。②から⑧は、一

般的な事項であります。

（８）の選定のうち、①選定方法ですが、一

次審査では、資格確認などの書類審査とし、二

次審査ではヒアリングを行います。

②指定管理者候補者選定委員会の委員は、表

のとおりです。特に、女性ゴルファーの立場か

ら ゴルフ協会の競技員であります松村様に入っ、

ていただきました。

４ページに移りまして （９）選定基準としま、

しては、①平等性、②施設の効用の発揮、③経

費の縮減、④経理的基礎と管理運営能力、⑤地

域への貢献といった点を上げております。

、審査項目と配点については表のとおりですが

左の欄にある先ほどの選定基準ごとに、真ん中

、 。の欄に上げたような視点で審査し 採点します

、 、また 選定基準ごとの配点は表のとおりですが

②の事業計画と④の管理運営能力にウエートを

置いた配点としております。

３、スケジュールですが、募集期間を７月１

日から８月30日とし、７月31日に現地説明会を

予定しております。９月に一次審査、10月に二

次審査を行い、11月県議会に指定管理者候補者

を提案し、承認が得られれば、３月に基本協定

を締結する予定としております。

指定管埋者の指定についての報告は以上であ

ります。

引き続き、企業局の今後の電気事業のあり方

にも影響がありますことから 「電力システム改、

革の動向について」説明いたします。

委員会資料の５ページをごらんください。

これまでの経緯ですが、昨年２月から約１年

間かけて、経済産業大臣の諮問機関であります

「総合資源エネルギー調査会」の「電力システ
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ム改革専門委員会」で検討を重ね、ことし２月

に報告書が取りまとめられました。

この報告書をもとに「電力システムに関する

改革方針」が閣議決定され 「電気事業法の一部、

を改正する法律案」が今国会に提出されている

ところです。

改革の目的としましては、まず平常時、非常

、時における電力の安定供給の確保がありまして

次に競争促進や投資の適正化による電気料金の

抑制、３つ目に、需要家が購入先を選定できる

ようにすることや他業種からの参入などで技術

革新を誘発するようなシステムを実現すること

となっております。

、 、３番の改革の３本柱は 広域系統運用の拡大

小売及び発電の全面自由化、法的分離の方式に

よる送配電部門の中立性の一層の確保となって

おりますが、これについては、６ページのほう

で具体的に説明いたします。

６ページの４、改革の進め方ですが、さきの

３つの柱を着実に実行するために、３段階に分

け、各段階で課題の検証と必要な措置を講じな

がら進めることとされております。

まず、第１段階の広域系統運用機関の設立で

すが、東日本大震災を教訓に、電力会社の供給

区域を超えて広域的な電力融通の指示ができる

機関を平成27年をめどに創設するというもので

す。この部分が、今国会に提出されている「電

気事業法改正案」の本則に当たる部分でありま

して、次に説明します第２段階、第３段階は、

附則部分に、改革のプログラムとして記載され

ております。

第２段階の小売参入の全面自由化ですが、１

つ目の小売業への参入の全面自由化といいます

のは、現在は50キロワット以上の大口需要家に

限り、電気の購入先を選択できますが、これを

一般家庭も含めた全ての需要家に広げるという

ものです。

２つ目の発電の全面自由化といいますのは、

電力会社へ卸供給することを目的とした卸電気

事業などの制度を廃止するもので、現在、公営

電気などが適用している電力会社との長期契約

や総括原価に基づく料金算定などの法的根拠が

なくなることになります。これらの実施のめど

を平成28年とし、来年の通常国会に法案を提出

することとされています。

第３段階の法的分離と小売料金の全面自由化

ですが、１つ目の発送電分離とは、現在、電力

会社が発電から、送電、配電、小売まで一貫し

て実施しているのを、送配電線を新規参入事業

者などが利用しやすくするために送配電部門を

、 。独立させ 法的に別会社にするというものです

２つ目の小売料金の全面自由化とは、家庭向

けも含めて、全ての電気料金を自由化するとい

うもので これらの実施のめどを平成30年から32、

年とし、平成27年の通常国会で法案の提出を目

指すとされています。

電力システム改革の動向は以上のとおりです

が、これらの改革に対して企業局としてどう対

応していくかなど、局内に独自の勉強会を設置

して検討するとともに、全国の公営電気事業者

の組織を通して情報交換に努めるなど、的確に

対処してまいりたいと考えております。

以上、説明を終わります。

それでは 「発電所施設見学ツ○本田工務課長 、

アー」について報告いたします。

資料の７ページをごらんください。

１の目的にありますように、発電所施設見学

ツアーは、二酸化炭素をほとんど発生しないク

リーンなエネルギーである水力発電所の仕組み

やダムの役割についての理解を深めまして、環
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境保全に対する意識の啓発に資するとともに、

企業局の事業をわかりやすく伝えることを目的

として実施しているものであります。

この見学ツアーは、平成11年度から実施して

おり、今同で24回を数え、見学者は延べ1,284名

となっております。

２の実施概要でありますが、開催方法は、昨

年度から社会科授業の一環として行っておりま

す。

今年度は、第１回目としまして５月14日に国

富町の森永小学校４年生、５年生、36名の参加

で、綾第二発電所で開催いたしました。

第２回目は、７月上旬に西都市の三財発電所

において実施予定であります。

なお、アンケート調査をしましたので、意見

の一部を紹介いたしますと 「水の力で発電して、

いるのがすごかった 「水車室に入った途端、大」

きなゴオーと聞こえたのでびっくりしました」

「電気は川の水からできているんだなと感じま

した」などの声を寄せていただきました。

下のほうに掲載しております写真は、当日の

状況を撮影したものであります。

発電所の見学とあわせまして、参加者に川へ

の親しみを持ってもらうため、稚魚の放流を行

いましたが、子供たちの喜ぶ声や姿が多く見ら

れまして、好評のうちに終了することができま

した。以上でございます。

ありがとうございます。その他○田口委員長

の報告事項に関する執行部の説明が終了しまし

た。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんか。

一ツ瀬川県民スポーツレクリエー○徳重委員

ション施設でございますが、ことし、24年度175

万4,000円の黒字ということで決算ができてるよ

うですけど、どこのゴルフ場も非常に安くサー

ビスをしておりまして、恐らくあとを引き継い

でくださる人がおるのかなという心配を私はし

てるんですが、前回は何社申し込みがあったも

のなのかどうか。

過去２回指定管理をしてま○新穗経営企画監

すけれども、１回目のときは２社応募がありま

した。２回目は、説明会には２社来てますけれ

、 、ども 最終的には申請は１社だけということで

今の指定管理者が申請しております。

今回も今の指定管理者がやってい○徳重委員

ただければそれでいいんですが せっかくつくっ、

た施設ですが、もしいなかった場合は、これは

どうされる予定ですか。

条例の仕組み上は、指定管○新穗経営企画監

理者を募集して、もし指定管理者がいなかった

場合の対応につきましては、これは公募ですの

で、公募して応募者がいないということですけ

れども、公募していなかった場合は、こちらの

ほうで適当な受けてくれる方を探して、意向を

確認して、もし相手がよければそういう申請を

していただくというような手続を踏むことに

なっております。

特定の人にお願いして、その人も○徳重委員

受けないといったときの対応についてどう考え

ていらっしゃいますか。

その場合は、企業局が直営○新穗経営企画監

で管理をすることになると思います。県外の公

、営のゴルフ場でも同じような事例がありまして

指定管理者が１年間決まらなかったという事例

がよその県にありますけれども、その場合は直

営でやりまして、実際はコース管理とか食堂と

か、それぞれの部門ごとに外部委託をするとい

うような形態で１年間運営をしたということが

ありますので、同じような形態になると思いま
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す。

はい、いいです。○徳重委員

よろしいですか。○田口委員長

ここは太陽光パネルもありました○松村委員

よね。これは駐車場にあったようにありました

けど、駐車場の中に入ってるんですか、指定管

理者の方が太陽光からの売電の収入というのも

同じように管理の中に入るんですかね。

まず、駐車場に太陽光パネ○新穗経営企画監

ルが設置されております。そして、屋根つき駐

車場という形にしてますので、下に車がとめら

れるような形になります。

ただ、太陽光発電設備管理そのものは、局の

ほうで直営で管理をしております。発生した電

気ですけれども、発電した電気は、まずクラブ

ハウスのほうで使います。指定管理者は、その

発電した電気で足りない部分を九電から買うと

いうことになると思います。

以上です。○松村委員

ほかにございませんか。○田口委員長

、○重松委員 同じくスポーツレクリエーション

一ツ瀬です。４ページ目の（10）の審査項目な

んですけども、⑤番の地域への貢献等というと

ころの一番最後の段に、障がい者への就労支援

への対応といういいことが書いてあります。こ

れにつけ加えてまして、例えば服役を終えて出

てこられた方が更生するために、就労が非常に

少なくて厳しい状況であるというお声をちょっ

と聞いたことがあるものですから、そういう方

々も何らかの形で就労の対象にはならないのか

なということを、ここだけに限らず、いろんな

形の指定管理の条件の中に入れ込めないだろう

かというちょっとお話があったものですから、

すぐには無理でしょうけど、今後御検討はいか

がでしょうかと思います。

今のお話は初めてちょっと○新穗経営企画監

伺ったことなんですけれども、障がい者就労に

ついては前回も同様に、ずっと条件として明示

しておりますけれども、それ以外の部分につい

ては提案者のほうの審査の評点の中に入ってき

ますので、そういう評点部分を候補者選定委員

の方が評価されれば、当然この点数が上がると

いうような仕組みにはなっております。

ということは、つまりこの条件の○重松委員

。中に書き込むことができるということですかね

条件につきましては、ここ○新穗経営企画監

に書いてあるとおり、余り細かくいっぱい書け

ませんので、これに書くことはちょっとできな

いと思いますけれども、審査をしていただく段

階で、そういう点があれば評価をしていただき

たいというようなことは委員の方に言えるとい

うことです。

これ個別の指定管理の募集で○濵砂企業局長

ありますので、ここで一般的に申し上げること

はできませんが、同じような趣旨は、例えば商

工観光労働部あたりから経営者の団体とか、そ

ういうところを通じて、ほかの団体も含めて、

一斉にそういう趣旨で、経営者に配慮していた

だくように、そういう行政指導と申しますか、

。そういうこととしてやるべき話だと思ってます

今回は一応公募をかけまして、提案があります

から、提案にもしそういうような方々の声につ

いて触れておれば、それはプラスの要素として

採点するということになろうかと思います。

はい、わかりました。よろしくお○重松委員

願いいたします。

ほかにございませんか、よろし○田口委員長

いですか。

最後に、この一ツ瀬川の４年○二見副委員長

間の経緯についてちょっと教えていただきたい
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んですけれども、これは指定管理を受けての４

年間だと思うんですが、22年、23年度のところ

がいろいろとあって、経営が厳しかったという

ときに、管理者側としてはいろんな顧客確保と

か、いろんなのに取り組まれていらっしゃると

思うんですけれども、そのときにされた内容と

いうのがちょっと今わかれば教えていただきた

いんですけれども。

誘客対策そのものは、本来○新穗経営企画監

指定管理者の業務だというふうに整理をしてお

ります。

ただ、そうはいいましても、施設を設置して

いる以上、やはり県民の皆さんになるだけたく

、さん使っていただくという必要がありますので

企業局としましては、施設の有効活用を図ると

。 、いう観点からいろいろやっております 例えば

この期間ずっとやってきておりますのは、企業

局がスポンサーになって参加費が無料になるコ

ンペを継続してやっております。

それから、昨年は、特にまたその回数をふや

したりしております。

それから、新聞広告を出しましたり、あるい

はダイレクトメール、こういったものを出した

り、そういったことをやっております。

はい、ありがとうございまし○二見副委員長

た。

よろしいですか、よろしいです○田口委員長

ね。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他の報告事項に○田口委員長

ついての質疑は終了いたします。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですか、締めてもいい○田口委員長

ですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

じゃ何もありませんですので、○田口委員長

。それでは以上をもって企業局を終了いたします

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。ありがとうございまし

た。

午後１時44分休憩

午後１時48分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより 委員会審査の最終日に行うことになっ、

ておりますので、20日に採決を行うこととし、

再開時刻を13時としたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

その他、何かありませんか。ありませんか、

よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもちまして本日の○田口委員長

委員会を終わります。お疲れさまでした。

午後１時49分散会
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午後１時30分再開

出席委員（７人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 村 幸 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 重 松 幸次郎

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 鬼 川 真 治

政策調査課主幹 牧 浩 一

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○田口委員長

ます。

議案第１号及び報告第１号について、原案の

とおり可決または承認することに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○田口委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号及び報告第１号については、原案の

とおり可決または承認すべきものと決定いたし

ました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第26号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時32分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

それでは、お諮りいたします。

請願第26号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員によりまして 請願第26○田口委員長 、

号は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第27号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時33分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

それでは、お諮りいたします。

請願第27号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員によりまして 請願第27○田口委員長 、

号は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き

閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

平成25年６月20日(木)
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〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○田口委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望はあり

ませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時34分休憩

午後１時43分再開

、 。○田口委員長 では 委員会を再開いたします

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。

再びですが、暫時休憩いたします。

午後１時44分休憩

午後１時48分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

７月24日の閉会中の委員会につきましては、

警察学校の調査を実施することに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

そのようにいたします。○田口委員長

次に、県外調査についてでありますが、県外

調査につきましては、10月23日から24日にかけ

て実施することとなっておりますが、詳細につ

きましては正副委員長に御一任いただくという

ことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

御連絡いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

、 。その他何かございませんか よろしいですか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上で委員会を終了いた○田口委員長

します。委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時49分閉会
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